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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の被覆エレメントを備える防波堤若しくは突堤構造物であって、
　各被覆エレメントは、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸を有し、
　前記ｘ軸、前記ｙ軸及び前記ｚ軸は、直交軸系の仮想軸系を規定し、
　前記ｚ軸と前記ｘ軸とで、水平なｚｘ平面を規定し、
　前記ｘ軸と前記ｙ軸とで、ｘｙ平面を規定し、
　各被覆エレメントは、突出部を有する中央部によって規定され、
　前記突出部は、
　　第一脚部及び第二脚部であり、且つ、
　　中央部から互いに反対方向に前記ｚ軸方向に突出する二つの鼻部であり、
　　それにより、前記被覆エレメントは、各々Ｘ字型若しくはＨ字型プレート部の形状を
有し、
　前記第一脚部及び前記第二脚部は、前記ｘｙ平面上に延在し、
　前記第一脚部及び前記第二脚部は、前記中央部に対して反対側から前記ｘ軸方向に延在
し、
　前記プレート部は、
　　前記Ｘ字型若しくは前記Ｈ字型によって決定される四つのプレート部脚部と、
　　前記プレート部に対して直角で、前記プレート部から互いに反対方向に突出する二つ
のプレート部鼻部と、を有し、
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　前記プレート部脚部のうちの二つは、前記プレート部の第一対角線上にあり、
　残りの二つのプレート部脚部は、前記プレート部の第二対角線上にあり、
　前記残りの二つのプレート部脚部は、前記第一脚部及び前記第二脚部を規定し、
　前記プレート部の前記第一対角線上に位置する前記二つのプレート部脚部のうち少なく
とも一方は、前記プレート部から除去され、
　各被覆エレメントは、
　　前記第一対角線に沿って測った第一寸法と、
　　前記第二対角線に沿って測った第二寸法と、を有し、
　前記第一寸法は、前記第二寸法よりも小さく、
　前記複数の被覆エレメントは、水平な列に並べられ、
　前記水平な列は、少なくとも一つの水平な列が前記構造物の斜面に沿って少なくとも別
の一つの水平な列に対して配置されるように傾斜し、
　各列の隣接する各被覆エレメントの鼻部は、一直線上に並び、
　各被覆エレメントの前記ｘ軸は、水平に配向され、
　前記少なくとも一つの水平な列は、上方の列を規定し、
　前記少なくとも別の一つの水平な列は、下方の列を規定し、
　前記上方の列のうち少なくとも一列の被覆エレメントは、前記下方の列のうち少なくと
も一列の隣接する被覆エレメントの二つの隣接する鼻部上に支持される前記第一脚部をそ
れぞれ有すると共に、前記下方の列の隣接する被覆エレメントの第二脚部上に支持される
前記鼻部をそれぞれ有し、
　前記被覆エレメントの前記第二脚部は、前記斜面に支持され、
　前記被覆エレメントの前記中央部の底面は、前記上方の列の前記被覆エレメントの重量
によって前記下方の列の前記被覆エレメントの前記第二脚部が前記斜面にしっかりと押し
付けられるように、前記傾斜から浮いている、構造物。
【請求項２】
　各被覆エレメントの前記中央部、前記二つの鼻部、前記第一脚部及び前記第二脚部は、
単一部品として形成されている、請求項１に記載の構造物。
【請求項３】
　前記第一対角線上にある前記二つのプレート部脚部は、両方とも削除されている、請求
項１に記載の構造物。
【請求項４】
　前記第一脚部の上側は、前記ｘ軸に対して４５°傾斜している、請求項１に記載の構造
物。
【請求項５】
　前記ｚ軸方向に見ると、前記プレート部の厚さは、３０ｃｍ～１５０ｃｍの範囲内であ
る、請求項１に記載の構造物。
【請求項６】
　前記第二寸法は、１．２７～６．３６ｍであり、
　前記第一寸法は、前記第二寸法の長さの３５％～６５％である、請求項１に記載の構造
物。
【請求項７】
　前記第一脚部の底面は、前記ｚ軸に平行な第一幅を有し、
　前記第二脚部の頂面は、前記ｚ軸に平行な第二幅を有し、
　前記鼻部は、上方支持面及び下方支持面を有し、
　前記上方支持面及び下方支持面は、各鼻部の自由端に隣接し、
　前記プレート部に対して直角方向において、前記上方支持面及び下方支持面は、前記第
一脚部の前記第一幅及び前記第二脚部の前記第二幅のそれぞれ５０％未満である長さを有
する、請求項１に記載の構造物。
【請求項８】
　複数の被覆エレメントを備える防波堤若しくは突堤構造物であって、
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　各被覆エレメントは、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸を有し、これらの軸は、直交軸系の仮想軸系
を規定し、前記ｚ軸と前記ｘ軸とで水平なｚｘ平面を規定し、前記ｘ軸と前記ｙ軸とでｘ
ｙ平面を規定し、
　各被覆エレメントは、突出部を有する中央部によって規定され、
　前記突出部は、
　　第一脚部、第二脚部及び第三脚部であり、且つ、
　　中央部から互いに反対方向に前記ｚ軸方向に突出する二つの鼻部であり、
　　それにより、前記被覆エレメントは、各々Ｘ字型若しくはＨ字型プレート部の形状を
有し、
　前記第一脚部、前記第二脚部及び前記第三脚部は、前記ｘｙ平面上に延在し、前記第一
脚部及び前記第二脚部は、前記中央部に対して反対側から前記ｘ軸方向に延在し、前記第
三脚部は、前記ｙ軸方向に上方に延在し、
　前記プレート部は、
　　前記Ｘ字型若しくは前記Ｈ字型によって決定される四つのプレート部脚部と、
　　前記プレート部に対して直角で、前記プレート部から互いに反対方向に突出する二つ
のプレート部鼻部と、を有し、
　　前記プレート部脚部のうちの二つは、前記プレート部の第一対角線上にあり、
　　残りの二つのプレート部脚部は、前記プレート部の第二対角線上にあり、
　　前記残りの二つのプレート部脚部は、前記第一脚部及び前記第二脚部を規定し、
　　前記プレート部の前記第一対角線上に位置する前記二つのプレート部脚部のうち少な
くとも一方は、前記プレート部から除去され、
　各被覆エレメントは、
　　前記第一対角線に沿って測った第一寸法と、
　　前記第二対角線に沿って測った第二寸法と、を有し、
　前記第一寸法は、前記第二寸法よりも小さく、
　前記複数の被覆エレメントは、水平な列に並べられ、
　前記水平な列は、少なくとも一つの水平な列が前記構造物の斜面に沿って少なくとも別
の一つの水平な列に対して配置されるように傾斜し、
　各列の隣接する各被覆エレメントの鼻部は、一直線上に並び、
　各被覆エレメントの前記ｘ軸は、水平に配向され、
　前記少なくとも一つの水平な列は、上方の列を規定し、
　前記少なくとも別の一つの水平な列は、下方の列を規定し、
　前記上方の列のうち少なくとも一列の被覆エレメントは、前記下方の列のうち少なくと
も一列の隣接する被覆エレメントの二つの隣接する鼻部上に支持される前記第一脚部をそ
れぞれ有すると共に、前記下方の列の隣接する被覆エレメントの第二脚部上に支持される
前記鼻部をそれぞれ有し、
　前記被覆エレメントの前記第二脚部は、前記斜面に支持され、
　前記被覆エレメントの前記中央部の底面は、前記上方の列の前記被覆エレメントの重量
によって前記下方の列の前記被覆エレメントの前記第二脚部が前記斜面にしっかりと押し
付けられるように、前記傾斜から浮いている、構造物。
【請求項９】
　各被覆エレメントの前記中央部、前記二つの鼻部、前記第一脚部、前記第二脚部及び前
記第三脚部は、単一部品として形成されている、請求項８に記載の構造物。
【請求項１０】
　前記第一対角線上にある前記二つのプレート部脚部は、両方とも削除されている、請求
項８に記載の構造物。
【請求項１１】
　前記第一脚部の上側は、前記ｘ軸に対して４５°傾斜している、請求項８に記載の構造
物。
【請求項１２】
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　前記ｚ軸方向に見ると、前記プレート部の厚さが３０ｃｍ～１５０ｃｍの範囲内である
、請求項８に記載の構造物。
【請求項１３】
　前記第二寸法は、１．２７～６．３６ｍであり、
　前記第一寸法は、前記第二寸法の長さの３５％～６５％である、請求項８に記載の構造
物。
【請求項１４】
　前記第一脚部の底面は、前記ｚ軸に平行な第一幅を有し、
　前記第二脚部の頂面は、前記ｚ軸に平行な第二幅を有し、
　前記鼻部は、上方支持面及び下方支持面を有し、
　前記上方支持面及び下方支持面は、各鼻部の自由端に隣接し、
　前記プレート部に対して直角方向において、前記上方支持面及び下方支持面は、前記第
一脚部の前記第一幅及び前記第二脚部の前記第二幅のそれぞれ５０％未満である長さを有
する、請求項８に記載の構造物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロープ等の防波堤／突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントに
関する。この被覆エレメントは、プレート部を備え、このプレート部は、プレートの片側
から突出する鼻部と、プレートの反対側から逆方向に突出する鼻部とを有する。本発明は
さらに、本発明の被覆エレメントを複数備える、スロープや防波堤等の突堤／防波堤構造
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような防波堤／突堤構造物のための被覆エレメントは、特にWO 2004/009910、EP 1
 165 894、US 3,614,866に記載されている。
【０００３】
　このような公知の被覆エレメントのプレート部は、Ｘ字型若しくはＨ字型で、Ｘ／Ｈ字
型の中央部から突出部が突出し、四つの脚部と二つの鼻部を有する形状である。四つの脚
部はプレート部の方向に延在し、中央部と共にプレート部を形成し、Ｘ字型、Ｈ字型を規
定する。二つの鼻部は、プレート部に対して横断方向に、中央部から互いに反対方向に、
脚部に対して突出している。複数のこのような公知の被覆エレメントを傾斜したスロープ
に応用すると、この突出部が被覆エレメントの相互連結を確実にし、安定した構造物とな
る。さらに突出部は、隣接する被覆エレメント間に必要な自由空間が確実に残るようにし
、この空間で被覆エレメントに作用する波の作用を砕くことができる。さらに、この突出
部は全方向に設けられており、端部が地面に突き刺さる突出部が常に一つはあるので、被
覆エレメントが自らを地面に確実に固定することを目的としている。このような公知の被
覆エレメントが、防波堤、突堤構造物において適切に機能するには、Ｘ／Ｈ字型の四つの
脚部と鼻部とで全方向に設けられたこの六つの突出部が非常に重要である。
【０００４】
　本発明の目的は、防波堤／突堤構造物のための上記に代わるコンクリート製被覆エレメ
ントを創出することにある。
【０００５】
　本発明のさらなる目的は、一方では耐性及び信頼性があり十分に機能する、規則的に配
置されたパターンの防波堤／突堤構造物、他方ではこれを可能にする若しくは容易にする
一つ以上の被覆エレメントを創生することにある。
【０００６】
本発明のさらに別の目的は、一方では構造物に必要な材料、特にコンクリートの消費量を
削減することが可能である、耐性及び信頼性があり十分に機能する防波堤／突堤構造物を
創生することであり、他方ではこれを可能にする一つ以上の被覆エレメントを創生するこ
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とにある。
【０００７】
　出願人は、Ｘ字型／Ｈ字型プレート部及び二つの鼻部を有する形式の被覆エレメントか
ら出発して、Ｘ字型／Ｈ字型プレート部の対角線方向に対向する一つ又は二つの脚部を取
り除くと、得られる被覆エレメントが非常に安定的で優れた防波堤／突堤特性を有する防
波堤／突堤構造物の基礎をなすことができるという認識に至った。この認識から、本発明
の第一の特徴による被覆エレメント、及び本発明の第二の特徴による複数のこのような被
覆エレメントからなる構造物を得た。さらにこの認識はさらなる発展につながり、材料消
費量が削減され、及び／又は防波堤／突堤作用が強化され、及び／又は設置が容易で、及
び／又はその場によりよく留まる被覆エレメント及び防波堤／突堤構造物を得た。その結
果、本発明の第三、第四、第五、第六、及び第七の特徴の被覆エレメント、並びにそれに
より得られる防波堤／突堤構造物を得た。
【０００８】
　本発明の第三、第四、第五、第六、及び第七の特徴は、本発明によれば、本発明の第一
及び／又は第二の特徴と組み合わせるだけでなく、本発明の第一及び／又は第二の特徴と
は別にも利用することができる。さらに本発明によれば、本発明の第三、第四、第五、第
六、及び第七の特徴は、互いにいかなる所望の組み合わせでも、別々にでも、利用するこ
とができる。網羅的ではないが、例えば本発明の第三の特徴の場合、
－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせて、第四、第五、第六、及び
第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四の特徴と共に、しか
し第五、第六、及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四及び第五の特徴と共
に、しかし第六、及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四、第五、及び第六の
特徴と共に、しかし第七の特徴抜きで、利用することができる。
－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせて、第四、第五、第六、及び
第七の特徴と共に、利用することができる。
－　第三の特徴は、第一、第二、第四、第五、第六、及び第七の特徴抜きで、利用するこ
とができる。
　－　第三の特徴は、第四の特徴と共に、しかし第一、第二、第五、第六、及び第七の特
徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四及び第五の特徴と共に、しかし第一、第二、第六、及び第七の
特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四、第五、及び第六の特徴と共に、しかし第一、第二、及び第七
の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四、第五、第六、及び第七の特徴と共に、しかし第一及び第二の
特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第五の特徴と共に、しか
し第四、第六、及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第五及び第六の特徴と共
に、しかし第四及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四、第五及び第六の特
徴と共に、しかし第四の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第五の特徴と共に、しかし第一、第二、第四、第六、及び第七の特
徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第五及び第六の特徴と共に、しかし第一、第二、及び第七の特徴抜
きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第五、第六、及び第七の特徴と共に、しかし第一、第二、第六、及
び第四の特徴抜きで、利用することができる。
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　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第六の特徴と共に、しか
し第四、第五、及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第六及び第七の特徴と共
に、しかし第四及び第五の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第六の特徴と共に、しかし第一、第二、第四、第五、及び第七の特
徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第六及び第七の特徴と共に、しかし第一、第二、第四、及び第五の
特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第七の特徴と共に、しか
し第四、第五、及び第六の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第七の特徴と共に、しかし第一、第二、第四、第五、及び第六の特
徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四及び第六の特徴と共
に、しかし第五及び第七の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四、第六、及び第七の
特徴と共に、しかし第五の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四及び第六の特徴と共に、しかし第一、第二、第五、及び第七の
特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四、第六、及び第七の特徴と共に、しかし第一、第二、及び第五
の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四及び第七の特徴と共
に、しかし第五及び第六の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四及び第七の特徴と共に、しかし第一、第二、第五、及び第六の
特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第一及び／又は第二の特徴と組み合わせ、第四、第五、及び第七の
特徴と共に、しかし第六の特徴抜きで、利用することができる。
　－　第三の特徴は、第四、第五、及び第七の特徴と共に、しかし第一、第二、及び第六
の特徴抜きで、利用することができる。
【０００９】
　この例示を第四、第五、第六、第七の特徴についても繰り返すまでもなく、これは第四
、第五、第六、及び第七の特徴についてもそれぞれ同様に当てはまることは明白である。
【００１０】
第一の特徴
　本願の実施のためにここまで概略を説明してきたのとは別のより詳細な方法で、請求項
１に記載した本願の第一の特徴による被覆エレメントは以下のように説明できる。
スロープや防波堤等の、防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメン
トであって、
－　ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸系等の仮想軸系を規定し、ｘ軸とｙ軸とでｘｙ平面
を規定し、ｚ軸はｘｙ平面に対して直角であり、
　－　被覆エレメントは、プレート部と二つの鼻部とを備え、プレート部はｘｙ平面の方
向に延在し、ｚ軸方向に延在する厚さを有し、二つの鼻部はプレート部からｚ軸方向に互
いに反対方向に突出し、プレート部と共に単一部品として形成され、
　－　プレート部は、
　　〇　ｙ軸に平行に延びる第一プレート対角線と、ｘ軸に平行に延びる第二プレート対
角線とを有する仮想四角形プレート（台形、平行四辺形、長方形、正方形、菱形等）から
形成され、四角形プレートは、四つの仮想プレート角と四つの仮想プレート辺とによって
ｘｙ平面に境界され、
　　〇　仮想プレートの対向する二つの仮想プレート辺には、それぞれのプレート辺の中
央部に仮想の切り込みを入れて、プレート凹部を形成し、
　　〇　仮想プレートの第一プレート対角線上に位置する二つの仮想角の少なくとも一方
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を、第一割線に沿って仮想的に切り落とし、第一割線は、各角を境界している二つの仮想
プレート辺を切り落とし
たものと仮想され、
　－　プレート部は、第一プレート対角線に沿って測った第一寸法と、第二プレート対角
線に沿って測った第二寸法とを有し、
　－　第一寸法は第二寸法よりも小さい、
被覆エレメント。
【００１１】
　プレート部を形成すると仮想する四角形プレートが正方形である場合には、本発明の第
一の特徴によれば、ｘｙｚ軸の仮想系は直交軸系となる。
【００１２】
　本発明の第二の特徴によれば、本発明の第一の特徴による被覆エレメントを、被覆エレ
メントが鼻部が一直線上に並んだ状態で一列に配置された列に、非常に効率的に配置する
ことができ、それにより、鼻部がプレート部を互いに離間して保持し、プレート部間に自
由空間が残り、その中でプレート部に作用する水の波の作用を砕き、阻むことができる。
本発明の第二の特徴によれば、水平方向に延びるこのような列を幾列か、スロープの傾斜
に沿って積み重ねて傾斜配置することができる。被覆エレメントをスロープ上にこのよう
な列に配置すると、プレート部が垂直面に延在し、第一プレート対角線が実質的に垂直に
延在し、第一プレート対角線上の切り落とした端部が下方を指し、第二プレート対角線が
実質的に水平に延在し、第二プレート対角線の一端によってスロープの傾斜面に対して支
持され、いわば第二プレート対角線の端部間にぶら下がる。上に位置する被覆エレメント
の圧力によって、傾斜面に支えられている下方に位置する被覆エレメントの第二プレート
対角線の端部は、本発明の第二の特徴によれば、傾斜面へと堅固に押圧され、傾斜面に沿
って下方に滑らないよう抵抗力となる。積み重ねた連続する列はまた、本発明の第二の特
徴によれば、互いにオフセットしていてもよい。上の列のプレート部は、下の列のプレー
ト部の一つ以上の鼻部に支持される。これにより、本発明の複数の被覆エレメントの相互
連結が改善し、構造物の安定性が増す。しかしながら、列を互いにオフセットさせる必要
はない。上の列のプレート部は、いずれの場合も、下の列のプレート部で支持することも
できる。このように、防波堤／突堤特性に非常に優れた構造物を得ることができる。明ら
かに、本発明の被覆エレメントの材料の消費量、つまり必要とされるコンクリートの量は
、Ｘ／Ｈ字型プレート部及び二つの鼻部を有するタイプの既知の同等の被覆エレメントよ
りも顕著に少ない。従って、本発明の被覆エレメントは廉価であるだけでなく、扱い易く
搬送しやすい。それにも関わらず、本発明の第一の特徴による被覆エレメントは、十分な
離間関係でも傾斜部に配置することができ、その結果、隣接するプレート部間の隙間によ
って、防波堤／突堤特性に優れた安定した構造物を得ることができる。十分な離間関係に
より、結果として得られる防波堤／突堤構造物の材料の消費量、つまり必要とされるコン
クリートの量は、Ｘ／Ｈ字型プレート部及び二つの鼻部を有するタイプの既知の同等の被
覆エレメントよりも顕著に少ない。
【００１３】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントのさらに別の実施態様では、プレートの第一
プレート対角線上に位置する両方の角を、第一割線に沿って切り落とす。よって、その結
果として生じるプレート部は、基本的に細長い形状であり、この細長い形状は第二プレー
ト対角さんの方向に延在する。前述の列になった被覆エレメントは、スロープ上に積み重
ねられ、細長いプレート部は水平方向に延在し、細長いプレート部の一端がスロープ上に
支持され、細長いプレート部の他端が下の列の被覆エレメントに支持される。
【００１４】
　本発明の第一の特徴による別の実施態様の被覆エレメントはさらに、第一寸法が第一プ
レート対角線の長さの３５％～６５％であることを特徴とする。本発明の第一の特徴によ
るさらに別の実施態様では、被覆エレメントは、第一寸法が第一プレート対角線の長さの
４０％～５０％であることを特徴とする。ここで第一プレート対角線の長さとは、プレー
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ト部を形成すると仮想する仮想当初プレートにおける、この第一プレート対角線上に位置
する仮想プレート角間の距離である。
【００１５】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、第一割線は直線状
であり、第一プレート対角線に対して７０°～９０°の角度、より詳細には８０°～９０
°の角度、例えば９０°である。
【００１６】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントのさらに別の実施態様では、プレート部がさ
らに、四つ全ての仮想プレート辺において、それぞれのプレート辺の中央部に切り込みを
入れて、プレート凹部を形成するものと仮想される。よって、四角形の当初プレートから
、四つのプレート凹部を得るために、四つのプレート辺のそれぞれに沿って中央部で切り
込みを入れて（第一プレート対角線上の角を切り落とさなければＸ字型のプレート部が得
られる）、仮想上で形成されたプレート部を有する被覆エレメントが得られる。
【００１７】
　この仮想プレート凹部を四つ有する被覆エレメントの別の実施態様によれば、本発明の
第一の特徴によるプレート部はさらに、第二プレート対角線上にある一方の角が第二割線
に沿って切り落とされると仮想され、この第二割線は一方では第一割線の一方と交差し、
他方では第二割線に沿って切り落とされた角に隣接するプレート辺の一方と交差する。こ
れにより、材料つまり特にコンクリートの節約が実現する一方で、このような被覆エレメ
ントによって作製される構造物の防波堤／突堤作用は未だ優れたままである。
【００１８】
　第二（仮想）割線を有する本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様に
よれば、第二割線は、第二割線に沿って切り落とされた角に隣接する仮想プレート辺の一
方と並行に延在する。特に第二割線は、この場合、第二割線に沿って切り落とされた角に
隣接する仮想プレート辺の一方から切り込まれたプレート凹部の最深部に接触する。これ
により、「傾斜する」側面がプレート部に形成され、被覆エレメントを傾斜部に配置する
と、この側面はこの傾斜と並行に延在する。
【００１９】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、ｘｙ平面方向に見
ると各プレート凹部は、ｚ軸方向に見ると実質的に一定であるｘｙ寸法を有する。つまり
各プレート凹部は、ｚ軸方向に見ると、プレート部１６の両側で開いており、ｚ軸方向に
見ると不変のｘｙ寸法を有する。
【００２０】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、プレート凹部のう
ち少なくとも二つ、例えば四つ全てのプレート凹部は、対応するプレート辺に垂直な線か
ら測ると、同じ方向で測った鼻部の太さの少なくとも２０％である深さを有し、鼻部のこ
の太さは、鼻部の端部からプレートの厚さの約２０％の距離のところで測ったものである
。別の実施態様によれば、プレート凹部のこの深さは、同じ方向で測った鼻部の太さの少
なくとも２５％、例えば少なくとも３０％である。
【００２１】
　本願において、プレート凹部に関して「対応するプレート辺」と言う場合、このプレー
ト凹部を切り込んだプレート辺を意味する。
【００２２】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、プレート凹部の幅
は、対応するプレート辺上でこれに沿って測ったこの幅が、同じ方向で測った鼻部の幅の
少なくとも８０％であり、鼻部のこの幅は、鼻部の端部からプレートの厚さの約２０％の
距離のところで測ったものであることを特徴とする。さらに別の実施態様によれば、プレ
ート凹部のプレート辺の位置におけるこの幅は、同じ方向で測った鼻部の幅の少なくとも
９５％、例えば少なくとも１００％である。
【００２３】
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　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、ｘｙ平面で見たプ
レート凹部が台形であり、最も長い辺が対応するプレート辺上に位置する。
【００２４】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、ｚ軸方向に見た鼻
部が、プレート部の厚さの少なくとも８０％、例えば１００％以上である高さを有する。
よって各鼻部のこの高さは、プレート部の厚さと等しくても良い。
【００２５】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、鼻部が仮想四角形
プレートの中央に配置されている。
【００２６】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、ｘｙ平面方向に見
た鼻部の横断面形状が四角形、特に正方形である。仮想プレート上の各鼻部の垂直突出方
向に見た鼻部の四角形横断面形状の各角は、仮想プレート辺の中心点と鼻部の中心点とを
結ぶ仮想線上に略位置していてもよい。よって鼻部は、第二プレート対角線が実質的に水
平方向に延びている場合には常に、平坦な頂面を有すると定義される。これは、別の対応
する被覆エレメントを上に支持する場合に有利である。
【００２７】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントのさらに別の実施態様によれば、四角形鼻部
を有する被覆エレメントの場合、仮想プレート上の各鼻部の垂直突出方向に見た鼻部の四
角形横断面形状の各角は、第一若しくは第二プレート対角線上に略位置している。
【００２８】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、プレート部の厚さ
は、仮想プレート辺の長さの約２５％～４２％、例えば約１／３である。
【００２９】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、プレート部の厚さ
は、第二プレート対角線に沿って測った第二寸法の約２０％～３０％である。
【００３０】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、プレート部の厚さ
は、３０ｃｍ～１５０ｃｍの範囲内である。
【００３１】
本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、仮想プレート辺のう
ちの一つの長さが９０ｃｍ～４５０ｃｍの範囲内である。特に全ての仮想プレート辺がこ
の範囲内の長さである。
【００３２】
　本発明の第一の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、仮想プレート辺の
長さは互いに略等しい。
【００３３】
第二の特徴
　第二の特徴によれば、本発明は、Ｘ字型若しくはＨ字型プレート部から形成されるタイ
プの複数の被覆エレメントを備える防波堤／突堤構造物に関し、このプレート部は、
　・ Ｘ字型若しくはＨ字型によって決定される四つの脚部を有し、そのうちの二つはプ
レート部の第一対角線上にあり、二つはプレート部の第二対角線上にあり、
　・　プレート部に対して直角で、プレート部から互いに反対方向に突出する二つの鼻部
を有し、
　第一対角線上に位置する二つの脚部のうち少なくとも一方は、プレート部から除去され
、
　複数の被覆エレメントは、スロープ上に積み重ねられて水平な列に並べられ、各列の隣
接する被覆エレメントの鼻部は一直線上に並び、各被覆エレメントの第二対角線は水平に
配向され、
　第二対角線上に位置する各列の被覆エレメントの脚部のうち第一のものは、いずれの場
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合も、下の列の隣接する被覆エレメントの二つの隣接する鼻部上に支持され、第二対角線
上に位置する当該列の被覆エレメントの脚部のうち他のものは、スロープ上に支持される
。
【００３４】
　よって、被覆エレメントはスロープ上に、瓦を互い違いに千鳥配列とした（水平な）列
を有する屋根瓦に似た配置で並べられる。これにより堅固な相互連結が達成される。
【００３５】
　つまり、第二の特徴による本願発明は、本発明の第一の特徴による、及び／又は以下に
説明する本発明の第三の特徴による、及び／又は以下に説明する本発明の第四の特徴によ
る、及び／又は以下に説明する本発明の第五の特徴による、及び／又は以下に説明する本
発明の第六の特徴による、及び／又は以下に説明する本発明の第七の特徴による、複数の
被覆エレメントを備える、スロープや突堤等の防波堤／突堤構造物に関する。
【００３６】
　本発明の第二の特徴による構造物の別の実施態様によれば、被覆エレメントは、第一プ
レート対角線が実質的に垂直な状態でスロープ上に積み重ねられて水平な列に配置され、
　各列の隣接する被覆エレメントの鼻部は一直線上に並び、
　上の列の被覆エレメントの第一角部は、いずれの場合も、下の列の隣接する被覆エレメ
ントの二つの隣接する鼻部上に支持され、第一角部は第二プレート対角線上に位置し、
　上の列の第二角部は、いずれの場合もスロープ上に支持され、第二角部は第二対角線上
に位置する。上の列の被覆エレメントの鼻部は、いずれの場合も、下の列の被覆エレメン
トの第二角部上に支持され、第二角部は第二プレート対角線上に位置する。
【００３７】
　本発明の第二の特徴による構造物の別の実施態様によれば、第二プレート対角線上の切
り落とした角部は、スロープとは反対側を向いており、第二割線が上に面している。
【００３８】
第三の特徴
　本発明の第一、第二、第四、第五、第六、及び第七の特徴とは別の言葉で表現すると、
本発明の第三の特徴は、以下のように表される被覆エレメントを提供する：
　スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントであっ
て、
　－　ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸とｘ軸とでｚｘ平面を規
定し、
　－　被覆エレメントが、中央部、二つの鼻部、第一脚部、及び第二脚部を備え、中央部
、二つの鼻部、及び第一及び第二脚部が単一部品として形成され、
　－　鼻部は中央部からｚ軸方向に互いに反対方向に延在し、第一及び第二脚部は中央部
からｘ軸方向に互いに反対方向に延在し、
　－　第一脚部の底面はｚ軸に平行な第一幅を有し、第二脚部の頂面はｚ軸に平行な第二
幅を有し、
　－　鼻部は上方支持面及び／又は下方支持面を有し、この支持面は各鼻部の自由端に隣
接し、任意にｚｘ平面に対して実質的に平行に延在し、
　－　ｚ軸に平行な方向において、支持面は所定の長さであり、この長さは、第一脚部の
幅及び第二脚部の幅のそれぞれ５０％未満である、
被覆エレメント。
【００３９】
　本発明の第三の特徴による被覆エレメントは、いわゆる屋根瓦的構造の規則的な列に非
常に効率的に配置することができる。この屋根瓦的構造では、各列の被覆エレメントの鼻
部は、常に一直線上に並び、被覆エレメントの脚部間に距離を保つ。積み重ねられた連続
する列は、互い違いになっている。上の列の被覆エレメントは、下の列の被覆エレメント
の鼻部によって支持される。各被覆エレメントには、鼻部の自由端に上方支持面及び／又
は下方支持面が設けられているので、防波堤構造物の安定性が増す。支持面の長さは第二
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支持脚部の幅の５０％よりも短いので、同じ列の被覆エレメントの対向する二つの鼻部間
に、確実に自由空間が存在する。スロープに作用する水はこの空間を通過することができ
る。よって、スロープに作用する水の波の作用を砕き、抑えることができる。この自由空
間はさらに、このような屋根瓦的構造のための単位表面に必要な材料の量（つまりコンク
リートの量）を削減することができる。
【００４０】
　上方及び／又は下方支持面により、被覆エレメントが確実にいわば互いに窪むことにな
る。上方支持面が存在すると、上方の被覆エレメントの脚部の一部が、下方にある被覆エ
レメントの中央部に鼻部がとり付けられるその頂面の下方に位置するようになる。このよ
うに脚部は、その被覆エレメントの下方に位置する被覆エレメントの支持面にいわば固定
され、構造物の安定性を高める。下方支持面が存在すると、上方にある被覆エレメントの
鼻部の取付け部の底面が、下方に位置する被覆エレメントの脚部の頂面の下方にあるその
被覆エレメントの中央部に接触するようになる。これもスロープの安定性を高めるもので
ある。
【００４１】
　本発明の第二の特徴と同様に、いわゆる屋根瓦的構造とされた本発明の第三の特徴によ
る被覆エレメントは、傾斜面に対して支持されている下にある被覆エレメントの脚部が、
上にある被覆エレメントの重量及び圧力によって、傾斜面に対して堅固に押圧され、傾斜
面を滑り落ちないよう抵抗となるように、少なくとも一つの脚部が傾斜面に接触した状態
で支持される。
【００４２】
　本発明の第三の特徴による別の実施態様によれば、z軸方向に測った上方及び／又は下
方支持面の長さが、第一脚部の幅若しくは第二脚部の幅のそれぞれ最大でも４０％。より
詳細には最大でも３５％である。脚部が、各支持面に対して支持されることによって適切
に支持されるように、下方及び／又は上方支持面の最低長さは、第一脚部の幅若しくは第
二脚部の幅のそれぞれ１５％、より詳細には２５％である。
【００４３】
　本願において「ｚ軸方向に」、若しくは他の軸の方向に、という場合は、各軸、この例
ではｚ軸に平行な線に沿って測った長さを意味する。
【００４４】
　本発明の第三の特徴による別の実施態様によれば、鼻部はｚｘ平面に対して傾斜してい
る上方及び／又は下方ガイド面を有し、上方及び／又は下方支持面は、各鼻部の自由端か
ら中央部の方向へ見ると、それぞれ上方又は下方ガイド面に隣接している。つまり、鼻部
は、ｚ軸方向に見て中央部から各鼻部の自由端まで測ると、その鼻部の支持面の長さより
も長い鼻部長さを有する。この実施態様におけるガイド面は、支持面と中央部との間に配
置され、ｚｘ平面に対して傾斜している。ガイド面と支持面とは単一の傾斜面としてもよ
く、その場合、傾斜ガイド面と支持面とが互いに合流する。この二つの面はオフセットし
て（傾斜角度の違い）合流しても、オフセットせずに（同じ傾斜角度）合流しても良い。
また、ガイド面をｚｘ平面に対して傾斜させ、支持面をｚｘ平面に対して平行に延在する
ようにしても良い。ガイド面は、構造物の設置中に、一つの被覆エレメントの脚部を他の
二つの被覆エレメントの支持面に対して正しい位置へとガイドするので、被覆エレメント
を、互い違いの屋根瓦的構造に、より簡単に配置することができる。さらにガイド面は、
構造物が所定位置にある場合、被覆エレメントが互いに横方向に滑るのを防止するので、
結果として生じる構造物の安定性を高める。ガイド面及び支持面を単一の傾斜面として形
成し、互いに合流させると、このような被覆エレメントを本発明の第二の特徴による単一
の構造物としてスロープ等の傾斜面上にいくつか配置すれば、地形の不整を補正すること
が容易になる。つまり、下の列の支持エレメントの位置は、地形の不整により、若しくは
不正確な設置により、上の列の支持エレメントに対して意図された相対的位置から逸脱す
るので、傾斜するガイド／支持面により、上の列の被覆エレメントの脚部を、下の列の被
覆エレメントの鼻部の支持面上のより高い点若しくはより低い点に接触させることができ
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る。
【００４５】
　本発明の第三の特徴による被覆エレメントのさらに別の実施態様によれば、鼻部はｚｘ
平面方向に延在する上方及び／又は下方スペーサーを有し、上方及び／又は下方ガイド面
は、鼻部の自由端から中央部の方向へ見ると、それぞれ上方又は下方スペーサーに隣接し
ている。つまり鼻部は、ｚ方向に見て鼻部の支持面と中央部との間に位置する鼻部の断面
における高さよりも、支持面における鼻部の断面における高さの方が低い、ｙ軸方向に見
た鼻部高さを有する。ガイド面、スペーサー、及び中央部は、全て接続されている。スペ
ーサーは大半がｚｘ平面に対して平行に延在している。スペーサーにより、水平方向に並
置された二つの被覆エレメントの脚部が、互いにさらに離間され、結果として材料（つま
りコンクリート）の節約となる。スペーサーの最低長さは、ｚ軸方向に測ると、脚部の幅
の２０％、例えば少なくとも３０％としてもよい。ここでも、ガイド面及び隣接する支持
面を、傾斜ガイド面と支持面とが互いに合流する単一傾斜面としても良い。この場合も、
この二つの面はオフセットして合流しても、オフセットせずに合流しても良い。さらに、
ガイド面をｚｘ平面に対して傾斜させ、支持面をｚｘ平面に対して平行に延在するように
しても良い。
【００４６】
　本発明の第三の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、各鼻部は、ガイド
面として設計された上方支持面を有し、つまり支持面とガイド面とで全体を形成し、この
面は中央部から見るとｚｘ平面に対して下方に傾斜しており、第一脚部の底面の両側には
、第一脚部の中央から見るとｚｘ平面に対して上方に傾斜する上方傾斜部が設けられてい
る。一方では支持面を下方に傾斜するガイド面として設計し、他方では脚部の底面に上方
傾斜部を設けることにより、スロープ等の傾斜面上にこのような被覆エレメントを設置す
る際に、上にある被覆エレメントの脚部が、その上方傾斜部によって、下にある被覆エレ
メントの鼻部の下方傾斜部に沿って比較的容易にスライド可能となる。本発明の第三の特
徴による別の実施態様によれば、下方傾斜の傾斜角度と上方傾斜の傾斜角度は略同じとし
てもよい。
【００４７】
　本発明の第三の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、被覆部材の鼻部は
それぞれ二つの支持面を有する。これは各鼻部の頂面の支持面と各鼻部の底面の支持面で
ある。
【００４８】
　本発明の被覆エレメントの別の実施態様によれば、第一脚部と第二脚部は同じ幅である
。
【００４９】
第四の特徴
　本発明の第一、第二、第三、第五、第六、及び第七の特徴とは別の言葉で表現すると、
本発明の第四の特徴は、以下のように表される被覆エレメントを提供する：
　スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントであっ
て、
　－　ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸とｘ軸とでｚｘ平面を規
定し、
　－　被覆エレメントは、中央部、二つの鼻部、第一脚部及び第二脚部を備え、中央部、
二つの鼻部、及び第一及び第二脚部は単一部品として形成され、
　－　鼻部は、中央部からｚ軸方向に互いに反対方向に延在し、第一及び第二脚部は、中
央部からｘ軸方向に互いに反対方向に延在し、
　－　鼻部の少なくとも一方は、鼻部の第一長手方向側面から、鼻部の第一長手方向側面
の反対側に位置する第二長手方向側面まで延在する鼻凹部を有する、被覆エレメント。
【００５０】
　従って鼻凹部は、鼻部の第一長手方向側面から、この第一長手方向側面の反対側に位置
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する第二長手方向側面また延在する。よって、鼻部の一方の長手方向側面から反対側の長
手方向側面へ、鼻凹部を通って水が流れることができる。よって鼻凹部は、本発明の第四
の特徴によるいくつかの被覆エレメントからなるスロープの、いわば間隙率を高める。本
発明の第四の特徴による鼻凹部は、本発明の第一、第二、第三、第六、及び第七の特徴無
しに、また第一、第二、第三、第六、及び第七の特徴の一つ以上と組み合わせて、応用す
ることができる。
【００５１】
　本発明の第二の特徴と同様に、いわゆる屋根瓦的構造とされた本発明の第四の特徴によ
る被覆エレメントは、傾斜面に対して支持されている下にある被覆エレメントの脚部が、
上にある被覆エレメントの重量及び圧力によって、傾斜面に対して堅固に押圧され、傾斜
面を滑り落ちないよう抵抗となるように、少なくとも一つの脚部が傾斜面に接触した状態
で支持される。
【００５２】
　本発明の第四の特徴の別の実施態様によれば、鼻凹部は鼻部の自由端の表面に位置し、
鼻部の自由端に窪みを形成する。
【００５３】
　本発明の第四の特徴の別の実施態様によれば、鼻凹部は鼻部中を通るいわゆる通路であ
る。この実施態様は、鼻部の自由端に窪みとして形成された鼻凹部と組み合わせることも
できる。各鼻部はいくつかの鼻凹部、一つ以上の上記通路、及び／又は一つ以上の上記窪
みを有していてもよい。
【００５４】
　本発明の第四の特徴の被覆エレメントの実施態様によれば、第一長手方向側面と第二長
手方向側面との間に、鼻凹部を通して仮想接続線を描くことができ、この接続線は、ｚｘ
平面に対して角度を成している。この角度は、３０°～６０°の範囲であってもよく、例
えば４５°とすることができる。鼻凹部がこのように傾斜していることにより、水が通過
しにくくなり、よってスロープの防波堤／突堤作用が促進される。通路を通って流れる水
は、より多くのエネルギーを消散する。
【００５５】
　本発明の第四の特徴の被覆エレメントの別の実施態様によれば、両方の鼻部が鼻凹部を
有する。
【００５６】
　鼻部の適切な剛性を維持するために、本発明の第四の特徴によれば、鼻凹部は深すぎて
はならない。最大限で鼻部の長さの６０％の深さとすることができるが、好ましくは鼻凹
部は鼻部の長さの４０％よりも深くはしない。鼻部の長さは、ここでは鼻部の自由端から
ｚ軸方向に中央部まで測ったものである。鼻凹部の深さは、ここではｚ軸方向に規定され
る。鼻凹部が有効であるためには、鼻凹部の最小深さは、鼻部の長さの５％、例えば１０
％である。
【００５７】
第五の特徴
　本発明の第一、第二、第三、第四、第六、及び第七の特徴とは別の言葉で表現すると、
本発明の第五の特徴は、以下のように表される被覆エレメントを提供する：
スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントであって
、
　－　ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸とｘ軸とでｚｘ平面を規
定し、
　－　被覆エレメントは、中央部、二つの鼻部、第一脚部及び第二脚部を備え、中央部、
二つの鼻部、及び第一及び第二脚部は単一部品として形成され、
　－　鼻部は、中央部からｚ軸方向に互いに反対方向に延在し、第一及び第二脚部は、中
央部からｘ軸方向に互いに反対方向に延在し、
　－　鼻部は上方及び下方支持面を有し、該支持面は、ｚｘ平面に対して平行に延在し、
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　－　下方支持面は、上方支持面に対してｘ軸方向にずれており、
－　上方支持面と下方支持面とは、互いにｙ軸方向に最大限でも部分的であるが重複して
いる、被覆エレメント。
【００５８】
　本発明の第五の特徴によれば、鼻部の上方及び下方支持面は、ｘ軸方向に見て互いにず
れている。本願において、この相互のずれは単に「支持面の相互のずれ」という用語で表
す。この「支持面の相互のずれ」の結果、支持面同士はｙ軸方向に見て完全には重複しな
い。特に支持面の一方若しくは両方の支持面は、ｙ軸方向に見て他方の支持面が重複して
いない部分を有する。
【００５９】
　本発明の第二の特徴と同様に、いわゆる屋根瓦的構造とされた本発明の第五の特徴によ
る被覆エレメントは、傾斜面に対して支持されている下にある被覆エレメントの脚部が、
上にある被覆エレメントの重量及び圧力によって、傾斜面に対して堅固に押圧され、傾斜
面を滑り落ちないよう抵抗となるように、少なくとも一つの脚部が傾斜面に接触した状態
で支持される。
【００６０】
　「支持面の相互のずれ」によって、スロープ等の傾斜面上に積み重ねて配置される被覆
エレメントの列の場合、相互のずれの方向（つまりｘ軸方向）に見て、積み重ねた列間の
相互距離を大きくすることができる。一方ではこれは、被覆エレメントは、傾斜面やスロ
ープ上に配置すると、傾斜面やスロープの傾斜角度のばらつきを補償することができるこ
とを意味する。つまり、傾斜面やスロープの傾斜角度の寸法精度はあまり重要ではないこ
とになる。これにより、被覆エレメントの設置が非常に容易になる。他方ではこれは、傾
斜面やスロープに沿って上方に見ると、傾斜面やスロープを被覆するために必要な被覆エ
レメントの列の数をこのようにして削減することができるので、使用する材料、つまりコ
ンクリートの量を節約することができる。
【００６１】
　本発明の第五の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、下方支持面と上方
支持面とが、ｙ軸方向に見ると互いに重複しないように、上方支持面と下方支持面とが互
いにｘ軸方向にずれている。
【００６２】
　本発明の第五の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、支持面は、支持面
が設けられている鼻部の自由端に隣接していてもよい。
【００６３】
　本発明の第五の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、被覆エレメントは
さらに、第三及び／又は第四脚部を備えていてもよく、該第三又は第四脚部は、中央部と
共に単一部品として形成され、中央部からｚ軸方向に延在し、第三及び第四脚部を両方設
ける場合には、両脚部は中央部から互いに反対方向に延在する。
【００６４】
第六の特徴
　本発明の第一、第二、第三、第四、第五、及び第七の特徴とは別の言葉で表現すると、
本発明の第六の特徴は、以下のように表される被覆エレメントを提供する：
　スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントであっ
て、
ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸の仮想系を規定し、
　被覆エレメントが、中央部、二つの鼻部、第一脚部、及び第二脚部を備え、中央部、二
つの鼻部、及び第一及び第二脚部が単一部品として形成され、
　鼻部は中央部からｚ軸方向に互いに反対方向に延在し、第一及び第二脚部は中央部から
ｘ軸方向に互いに反対方向に延在し、
　中央部には、被覆エレメントの底面から被覆エレメントの頂面までｙ軸方向に延在する
通路が設けられ、該通路は、被覆エレメントの下方にあって被覆エレメントに上向きの圧
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力をかける水が、前記通路を通って逃げて、被覆エレメントを上向きの圧力から解放する
ことができるように設計されている、被覆エレメント。
【００６５】
　スロープに対して大きな力で上方へ押し上げられる水は、被覆エレメントをいわば持ち
上げようとする傾向があり、これにより被覆エレメントが地面にかける下方の圧力が減少
してしまう。その結果、被覆エレメントは、水から受ける力によって変位してしまう場合
がある。被覆エレメントの中央部を通して通路を設けることによって、これを効果的に防
止することができる。この通路は被覆エレメントの底面を被覆エレメントの頂面に接続し
て、被覆エレメントを下から押し上げる水がこの通路を通って上方へ逃げることができる
ようにする。よって被覆エレメントを遥かにうまく設置することができる。この通路は略
垂直に延在するが、垂直方向に対して傾斜して延在してもよい。
【００６６】
　本発明の第二の特徴と同様に、いわゆる屋根瓦的構造とされた本発明の第六の特徴によ
る被覆エレメントは、傾斜面に対して支持されている下にある被覆エレメントの脚部が、
上にある被覆エレメントの重量及び圧力によって、傾斜面に対して堅固に押圧され、傾斜
面を滑り落ちないよう抵抗となるように、少なくとも一つの脚部が傾斜面に接触した状態
で支持される。
【００６７】
第七の特徴
　本発明の第一、第二、第三、第四、第五、及び第六の特徴とは別の言葉で表現すると、
本発明の第七の特徴は、以下のように表される被覆エレメントを提供する：
　スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメントであっ
て、
ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸とｘ軸とでｚｘ平面を規定し、
ｚ軸とｙ軸とでｚｙ平面を規定し、
　被覆エレメントは、中央部、二つの鼻部、第一脚部及び第二脚部を備え、中央部、二つ
の鼻部、及び第一及び第二脚部は単一部品として形成され、
　鼻部は、中央部からｚ軸方向に互いに反対方向に延在し、第一及び第二脚部は、中央部
からｘ軸方向に互いに反対方向に延在し、
　・　第二脚部の頂面はｚｘ平面方向に延在し、中央部で、ｚｙ平面方向に延在する中央
部の後側表面部分に隣接し、及び／又は
　・　第一脚部の底面はｚｘ平面方向に延在し、中央部で、ｚｙ平面方向に延在する中央
部の前側表面部分に隣接する、被覆エレメント。
【００６８】
　第二脚部の実質的に水平な頂面を中央部の実質的に垂直な後側表面部分に隣接させるこ
とにより、第二脚部に支持されている上の列の被覆エレメントのための当接面が形成され
、これが、鼻部が下の被覆エレメントの中央部上若しくはこれを横切って滑ることがない
よう防止する。同様に、第一脚部の実質的に水平な底面を中央部の実質的に垂直な前側表
面部分に隣接させることにより、第一脚部の底面にも当接面が形成される。これが、上の
被覆エレメントが下の二つの被覆エレメントの鼻部上若しくはこれを横切って滑ることが
ないよう防止する。
【００６９】
　本発明の第二の特徴と同様に、いわゆる屋根瓦的構造とされた本発明の第七の特徴によ
る被覆エレメントは、傾斜面に対して支持されている下にある被覆エレメントの脚部が、
上にある被覆エレメントの重量及び圧力によって、傾斜面に対して堅固に押圧され、傾斜
面を滑り落ちないよう抵抗となるように、少なくとも一つの脚部が傾斜面に接触した状態
で支持される。
【００７０】
　本発明の第七の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、前記後側表面部分
は、第二脚部の頂面に対して実質的に直角である。
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【００７１】
　本発明の第七の特徴による被覆エレメントの別の実施態様によれば、前記前側表面部分
は、第一脚部の底面に対して実質的に直角である。
【００７２】
　以下に、図面を参照して、実施態様により本発明をさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１ａ】図１ａは、本発明の第一の特徴による第一被覆エレメントの頂面図である。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａの第一被覆エレメントの斜視図である。
【図２ａ】図２ａは、本発明の第一の特徴による第二被覆エレメントの頂面図である。
【図２ｂ】図２ｂは、図２ａの第二被覆エレメントの斜視図である。
【図３ａ】図３ａは、本発明の第一の特徴による第三被覆エレメントの頂面図である。
【図３ｂ】図３ｂは、図３ａの第三被覆エレメントの斜視図である。
【図４ａ】図４ａは、本発明の第一の特徴による第四被覆エレメントの頂面図である。
【図４ｂ】図４ｂは、図４ａの第四被覆エレメントの斜視図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明の第一の特徴による第五被覆エレメントの頂面図である。
【図５ｂ】図５ｂは、図５ａの第五被覆エレメントの斜視図である。
【図６】図６は、本発明の第二の特徴によるスロープの概略的斜視図である。
【図７】図７は、本発明の第一、第三、第四、及び第五の特徴による第六被覆エレメント
の斜視図である。
【図８】図８は、図７の矢印ＶＩＩＩから見た第六被覆エレメントの側面図である。
【図９】図９は、図７の矢印ＩＸから見た第六被覆エレメントの前面図である。
【図１０】図１０は、図７の矢印Ｘから見た第六被覆エレメントの頂面図である。
【図１１】図１１は、図７の矢印ＸＩから見た第六被覆エレメントの背面図である。
【図１２】図１２は、図７の矢印ＸＩＩから見た第六被覆エレメントの底面図である。
【図１３】図１３は、一対の第六被覆エレメントの概略的斜視図であり、本発明の第二の
特徴によるスロープのための第三、第四、及び第五の特徴を示す。
【図１４】図１４は、本発明の第一、第三、第四、第五、第六、及び第七の特徴による第
七被覆エレメントの斜視図である。
【図１５】図１５は、図１４の矢印ＸＶから見た第七被覆エレメントの側面図である。
【図１６】図１６は、図１４の矢印ＸＶＩから見た第七被覆エレメントの前面図である。
【図１７】図１７は、図１４の矢印ＸＶＩＩから見た第七被覆エレメントの頂面図である
。
【図１８】図１８は、図１４の矢印ＸＶＩＩＩから見た第七被覆エレメントの背面図であ
る。
【図１９】図１９は、図１４の矢印ＸＩＸから見た第七被覆エレメントの底面図である。
【図２０】図２０は、本発明の第二の特徴による防波堤及び／又は突堤構造物を備えるス
ロープの概略的前面図であり、構造物がスロープ上に設置され、図１４～図１９に示す第
七被覆エレメントで構成されている。
【図２１】図２１は、図２０の矢印ＸＸＩから見た構造物の側面図である。
【図２２】図２２は、図２０の構造物を上から下へ斜めに見た斜視図である。
【図２３】図２３は、図２０の拡大詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明の第一の特徴による第一被覆エレメント１００を示す。図
２ａ及び図２ｂは、本発明の第一の特徴による第二被覆エレメント１１０を示し、図３ａ
及び図３ｂは、本発明の第一の特徴による第三被覆エレメント１２０を示し、図４ａ及び
図４ｂは、本発明の第一の特徴による第四被覆エレメント１３０を示し、図５ａ及び図５
ｂは、本発明の第一の特徴による第五被覆エレメント１４０を示す。図６は、図５の第五
被覆エレメントによる本発明の第二の特徴を示す。図７～図１２は第六被覆エレメントを
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示し、本発明の第一の特徴のみならず、本発明の第三、第四、及び第五の特徴が具現化さ
れている。図１３は図６の詳細を示すが、第五被覆エレメントを第六被覆エレメントで置
き換えている。図１４～図１９は本発明の第七被覆エレメントを示し、本発明の第一、第
三、第四、第五、及び第六の特徴のみならず、本発明の第六及び第七の特徴も具現化され
ている。図１～図６は、本発明の第三、第四、及び／又は第五の特徴による被覆エレメン
トの詳細は示していないが、図１～図６に関してここに説明することは、図７～図１３に
示す本発明の第一、第三、第四、及び／又は第五の特徴による被覆エレメント、並びに図
１４～図１９に示す本発明の第一、第三、第四、第五、第六、及び／又は第七の特徴によ
る被覆エレメントにも、変更すべきところは変更して同様に当てはまることは明らかであ
る。さらに、図７～図１３に関してここに説明することは、図１４～図１９に示す本発明
の第一、第三、第四、第五、第六、及び／又は第七の特徴による示される本発明の第一、
第三、第四、第五、第六、及び／又は第七の特徴による被覆エレメントにも、変更すべき
ところは変更して同様に当てはまる。
【００７５】
　本発明の第一、第二、第三、第四、第五、第六、及び第七被覆エレメントを図１～図２
３にそれぞれ異なる符号で示すが、全ての図面において対応する他の全ての項目には同じ
符号及び記号を使用する。特に図１ａ、図１ｂ、及び図７では、本発明で用いる考え方を
より理解しやすくするために、多くの符号を使用していることをここで指摘しておく。こ
れらの符号／記号の多くは、図２～図２３では図面を明快でわかりやすくするために示し
ていない。
【００７６】
　特に図１ａ及び図１ｂを参照して、図に示す本発明の実施態様による被覆エレメント１
００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、及び１６０は、横断方向鼻部１７、１
８を有するプレート部１６で構成されており、横断方向鼻部１７、１８はプレート部の各
側から突出している。ｘ軸Ｘとｙ軸Ｙがｘｙ平面を規定し、このｘｙ平面がプレート部１
６が延在する方向に延在するように配置された直交軸Ｘ、Ｙ、Ｚの系を思い浮かべると、
鼻部１７、１８はプレート部１６からｚ軸Ｚの方向に突出する。さらに、このプレート部
１６は、ｚ軸Ｚの方向に見ると、厚さＴを有する。プレート部１６と鼻部１７、１８とで
全体を形成している。鼻部１７、１８はプレート部１６に固定されている。鼻部１７、１
８は特にプレート部１６と一体的に全体を形成している。
【００７７】
　図に示す本発明の実施態様によれば、被覆エレメント１００、１１０、１２０、１３０
、１４０、１５０、１６０が一般的にはコンクリート、場合によっては鉄筋コンクリート
で作製されるとすると、本発明の被覆エレメントは単一部品として一気に型に流し込まれ
ることは明らかであろう。しかしながら、コンクリート中に鉄筋が使用される場合、本発
明の被覆エレメントが一連の工程でコンクリートから流し込まれ、連続する各工程で被覆
エレメントの各部分が形成されることも考えられる。よって、例えばまず鼻部１７、１８
の位置に鉄筋が突出した状態でプレート部１６を流し込み、次いで第二工程において、鼻
部１７、１８のための鉄筋を配置して、プレート部１６から突出している鉄筋と接続し、
その後、鼻部１７、１８のコンクリートを流し込む。これは、本発明の被覆エレメントを
通常どのように製造するかの説明である。被覆エレメントをコンクリートからどのように
作製できるかということ自体は、従来技術に記載されている。例えばWO 2004/009910の図
８を参照のこと。
【００７８】
　被覆エレメントの形状、特にプレート部１６の形状をより詳細に説明するために、本願
では、プレート部１６は仮想四角形プレート１から作成されるものと仮定する。図１ａに
おいて四角形プレート１は正方形であり、図３ａ、図４ａ、図５ａにおいても同様である
が、四角形プレートは台形や平行四辺形としてもよい。プレート１が平行四辺形の場合に
は、例えば図１、図３、図４、図５、及び図７～１２に示すように正方形であってもよく
、菱形や長方形であってもよい。短辺９、１１と長辺８、１０とを有する長方形のプレー
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ト１を例えば図２ａに示す。
【００７９】
　図１～図５及び図７～図１２を参照して、最初の仮想プレート１は、第一プレート対角
線２及び第二プレート対角線３を有し、四つの仮想プレート角４、５、６、７、及び四つ
の仮想プレート辺８、９、１０、１１によってｘｙ平面に境界される。第一プレート対角
線２は、仮想プレート角４から仮想プレート角６まで延びて、ｙ軸に平行である。第二プ
レート対角線３は、仮想プレート角５から仮想プレート角７まで延びて、ｘ軸に平行であ
る。仮想プレート辺８は仮想プレート角４から仮想プレート角７まで延び、仮想プレート
辺９は仮想プレート角４から仮想プレート角５まで延び、仮想プレート辺１０は仮想プレ
ート角５から仮想プレート角６まで延び、仮想プレート辺１１は仮想プレート角６から仮
想プレート角７まで延びている。このような最初の仮想プレート１から出発して、図１～
図５、並びに図７～図１２及び図１４～図１９のプレート部１６の形状は以下のようにし
て得ることができる。
　－　対向する二つの仮想プレート辺８、１０の略中央部に切り込みを入れて、プレート
凹部１４、１５を形成する。プレート凹部１４、１５は、図に示す被覆エレメント１００
、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０ではそれぞれ略台形状である。
　－　任意に、残りの対向する二つの仮想プレート辺９、１１も略中央部に切り込みを入
れて、プレート凹部１９、２０を形成する。プレート凹部１９、２０は、図に示す被覆エ
レメント１００、１１０、１２０，１３０、１４０、１５０、１６０ではそれぞれ略台形
状である。
　－　第一プレート対角線２上にある両方の仮想角４、６を第一割線２２に沿って切り落
とす。第一割線２２はそれぞれ仮想プレート辺を斜めに横切り、各切落し角を形成する。
　－　任意に、第二プレート対角線上にある一方の仮想角を第二割線２３に沿って切り落
とす（図５ａ）。第二割線２３は、一方では第一割線２２の一方と交差し、他方では第二
割線２３に沿って切り落とされた角７に隣接する仮想プレート辺１１と交差する。
【００８０】
　図３の被覆エレメントでは、上述の任意の可能性はいずれも具現化されていない、つま
り、対向する仮想プレート辺８、１０のみに切り込みを入れ、対向する仮想プレート辺９
、１１には切り込みを入れず、第二プレート対角線３上にあるいずれの角も第二割線に沿
って切り落としていない。図５の実施態様では、上述の任意の可能性の両方が具現化され
ている、つまり、一方では、第二プレート対角線３上にあるプレート角７を第二割線２３
に沿って切り落とし、他方では、プレート凹部１９、２０を追加的に設けている。図７～
図１２の実施態様及び図１４～図１９の実施態様の形状は、図５の実施態様の形状をさら
に展開したものである。
【００８１】
本発明の第一の特徴による被覆エレメント、並びに本発明の第三、第四、第五、第六、第
七の特徴による被覆エレメントは、幾つかの脚部３１、３２、３３の形式である突出部と
、二つの鼻部１７、１８とを有する中央部３０としても説明することができる。ここで脚
部３１、３２、３は、仮想直交ｘｙｚ系のｘｙ平面等の平面上に延在している。二つの鼻
部１７、１８は、中央部３０から互いに反対方向に（例えば仮想ｘｙｚ系のｚ軸方向に）
突出し、脚部３１、３２、３３に対して直角（つまりｘｙ平面に対して横断方向）である
。三つの脚部の場合もあるが、図１～図５、図７～図１２、図１４～図１９に示すように
二つの脚部３１、３２の場合もある。図１～図５、図７～図１２、図１４～図１９に示す
脚部３１、３２の場合は、図１～図５に示すように、第一角部２４、若しくは第二角部２
５にそれぞれ対応する。
【００８２】
　本発明の第一、第三、第四、第五、第六、及び第七の特徴による全ての被覆エレメント
について、最終プレート部１６は、第一プレート対角線２に沿って測った第一寸法Ｄ１と
、第二プレート対角線３に沿って測った第二寸法Ｄ２とを有し、この第一寸法Ｄ１は第二
寸法Ｄ２よりも小さい。
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【００８３】
　上述の通り、プレート部１６を作製する方法は、最初の四角形プレートから、簡単に言
うと、プレート辺に切り込みを入れてプレート凹部を形成し、一つ以上の角を切り落とし
て形成されると仮想すべきものである。最初の仮想四角形プレート１は、厚さＴの本物の
コンクリートプレートであり、上述の通りプレート辺に切り込みを入れ、一つ以上の角を
切り落とすものであると仮想されるが、実際には、先に説明した通り、本発明の被覆エレ
メントは型に直接流し込まれる、若しくは別の方法で型内で直接成形されるものである。
また本発明の被覆エレメントを、プレート部１６及び／又は鼻部１７、１８が中空となる
ように形成することも考えられるが、一般的にはプレート部１６及び鼻部１７、１８の構
造は、可能性として第四の特徴によるプレート凹部及び／又は第六の特徴による通路以外
は、中実である。
【００８４】
　本発明をさらに説明する前に、本発明の第一、第二、第三、第四、第五、第六、及び第
七の特徴による被覆エレメントのいくつかの基本的寸法を、より詳細な表示として下記に
挙げておく。
　－　Ｄ２：１～２ｍ、例えば１．８ｍ
　－　Ｄ１：Ｄ２の長さの３５～６５％、例えばＤ２の長さの４０％から５０％
　－　Ｔ：Ｄ２の２０～３０％
　－　Ｈ：Ｄ２の寸法の２５～４０％（Ｈはプレート部１６のｚ軸方向に見た鼻部１７、
１８の高さ）
　－　ＴはＨと等しいか略等しい
　－　Ａ：Ｄ２の１０～１５％（Ａはプレート辺に対して垂直に測った対応する仮想プレ
ート凹部の深さ）
　－　Ｂ：Ｄ２の２０～２５％（Ｂは、ある仮想プレート凹部に関して、その仮想プレー
ト凹部の深さＡと同じ方向に測った鼻部の太さ）
　－　Ｃ：Ｄ２の３５～４０％（Ｃは仮想プレート辺上で測った対応する仮想プレート凹
部の幅）
　－　Ｅ：Ｄ２の２０～２５％（Ｅは、ある仮想プレート凹部に関して、その仮想プレー
ト凹部の幅Ｃと同じ方向に測った鼻部の幅）
　－　Ｆ：Ｄ２の１５～２０％（Ｆはプレート凹部の底部で対応するプレート辺に対して
平行に測ったプレート凹部の幅）
【００８５】
　上記寸法は単に、本発明の被覆エレメントを表す寸法を、実際の寸法からよりわかりや
すく表すためのものである。この表示的な寸法は、図１、図２、図３、及び図４の実施態
様に関するものである。角７を切り落とすことにより、寸法Ｄ２は、図５、図７～図１２
、及び図１４～図１９の実施態様では短くなっているので、上記百分率による比率を全て
調節することになる。短くなる度合いが割線２３によって決まり、これが深さＡのプレー
ト凹部１４の底部と重なるとすると、この比率は全て換算することができる。開始点は、
図５ａの仮想四角形プレートの寸法が、図１ａの四角形プレート１の寸法と同じであると
いうことである（同じことが図７～図１２の実施態様及び図１４～図１９の実施態様につ
いても当てはまる）。
【００８６】
　プレート凹部１４、１５と１９、２０とは異なる形状としてもよいが、図１～図５、図
１７～図１２、及び図１４～図１９の全ての実施態様において、これら凹部は、実質的に
最も長い辺が対応する仮想プレート辺上にある台形である。例えば図４ａを参照すると、
二つ又は四つの台形状切欠きが互いに同じではなくても良いことが明らかである。図１ａ
及び図１ｂでは、図に示す被覆エレメントの台形状プレート凹部は、二つの平行な辺と二
つの傾斜辺とを有している。二つの平行な辺のうち、長辺は長さＢ、短辺は長さＦである
。長さＦの短辺は、台形状プレート凹部のいわば底部をなす。台形状プレート凹部は「高
さ」Ａであり、これがプレート凹部の深さを決める。
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【００８７】
　図１～図５、図７～図１２、及び図１４～図１９に示す本発明の被覆エレメントは全て
、従来の防波堤／突堤構造物の被覆エレメントに基づいている。
　－　図１ａ及び図１ｂの被覆エレメントは、例えばWO 2004/009910の図３～図５によっ
て知られている被覆エレメントに基づいている。WO 2004/009910の図３～図５から出発し
て、対向する二つの尖った突出部４を除去することにより、本願の図１ａ及び図１ｂの被
覆エレメントに到達する。
　－　図２ａ及び図２ｂの被覆エレメントも同様に、WO 2004/009910の図３～図５によっ
て知られている被覆エレメントに基づいている。WO 2004/009910の図３～図５の被覆エレ
メントは、正方形の基部を元として、そこからいわば細長い長方形の基部へと引き延ばさ
れ、ここでも対向する二つの尖った突出部４を除去することにより、本願の図２ａ及び図
２ｂの被覆エレメントに到達する。
　－　本願の図３ａ及び図３ｂの被覆エレメントは、例えばUS3,614,866の図１～図３に
よって知られている被覆エレメントに基づいている。US3,614,866の図１～図３から出発
して、突出片２ａの一方と、これと直径方向に対向する突出片４ａを除去することにより
、本願の図３ａ及び図３ｂの被覆エレメントに到達する。
　－　本願の図４ａ及び図４ｂの被覆エレメントは、例えばEP 1 165 894の図１によって
知られている被覆エレメントに基づいている。EP 1 165 894の図１の被覆エレメントから
、左上片と右下片をいわば除外することにより、本願の図４ａ及び図４ｂの被覆エレメン
トに到達する。本願の図４ａ及び図４ｂには二つの鼻部の一方、つまり鼻部１７しか示さ
れていない。鼻部１８はこの図４ａ及び図４ｂでは見えない。ｘｙ平面を鏡像平面として
、鼻部１８は鼻部１７の鏡像である。
　－　本願の図５ａ及び図５ｂの被覆エレメント１４０は、本願の図１ａ及び図１ｂの被
覆エレメント１００と同じ被覆エレメントに基づいている。本願の図１ａ及び図１ｂに示
す被覆エレメントから出発して、左上角７のさらに別の部分を削除する。本願の図５ａ及
び図５ｂは二つの鼻部のうち一方、つまり鼻部１７のみしか示していないことに留意する
。鼻部１８はこの図面５ａ及び図５ｂでは見えない。ｘｙ平面を鏡像平面として、鼻部１
８は鼻部１７の鏡像である。
　－　本願の図７～図１２の被覆エレメントは、図５ａ及び図５ｂの被覆エレメント１４
０に基づいている。被覆エレメント１５０は、被覆エレメント１４０を出発点として、と
くに鼻部の構成をさらに本願の第三、第四、及び第五の特徴に合わせてさらに展開させた
ものである。
　－　本願の図１４～図１９の被覆エレメント１６０は、図５ａ及び図５ｂの被覆エレメ
ント１４０に、或いはいわば図７～図１２の被覆エレメントにも基づいている。被覆エレ
メント１６０は、被服エレメント１５０に対して考えると、鼻部及び第一及び第二脚部の
構成を、第三の特徴のさらなる展開に合わせ、第一及び第二脚部の構成を第七の特徴に合
わせ、中央部の構成を第六の特徴に合わせて、さらに展開させたものである。
【００８８】
　以下に本発明の背景にある考え方をさらに詳細に説明する。
【００８９】
　WO 2004/009910等で知られている被覆エレメントは、非常に特有な構成であり、他の類
似する複数の被覆エレメントと組み合わせることにより、防波堤やスロープを非常に安定
的に被覆することができる。この特有の構成は、鼻部が各側の中央から突出しているＸ字
型若しくはＨ字型の基部からなる。Ｘ字型／Ｈ字型基部の脚部及び鼻部は、合わせて六つ
の突出部を提供する。ここで、防波堤やスロープ上にこのような被覆エレメントを複数設
置すると、この突出部が互いに係合（連結として知られる）して、地面に押し込まれる脚
部及び／又は鼻部によって地面にしっかりと固定される。このようにして、非常に安定し
た被覆エレメントの層を得ることができる。相互の連結及び地面への固定により、被覆エ
レメントは所定位置にしっかりと置かれる。被覆エレメント間には必要な自由空間が生じ
るので、波が被覆エレメント間を通過し、内側に打ち付け、よって効果的に砕波すること
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ができる。
【００９０】
　ここで出願人は、Ｘ字型若しくはＨ字型の基部の対角線方向に対向する一つ又は二つの
脚部を除去する（本発明の第一の特徴）と、隣接する被覆エレメントの連結及び地面への
固定はもはや不可能となるが、本発明の複数の被覆エレメントによれば、それでもまだ防
波堤／突堤構造物による非常に安定した被覆を実現することができるという見識を得た。
本発明の被覆エレメントによって実現する被覆は、なおも多数の開口部を提供し、これを
通して水を砕くことができる。よって、従来技術で知られている被覆エレメントの重要な
利点をなおも実現することができる。その上さらに、本発明の被覆エレメントには、材料
の消費、つまり必要とされるコンクリートの量が顕著に少なく、実現する被覆（本発明の
第二の特徴）を非常に規則的なパターンで配置することができる（従来技術によるこのよ
うなパターンはかなり不規則である）という利点がある。本発明の被覆エレメントで被覆
を行う方が、同等の既知の被覆エレメントで被覆を行うよりも容易である。隣接する被覆
エレメントの連結は、本発明の第七の特徴及び／又は本発明の第三の特徴の他の実施態様
によって再導入することができる。
【００９１】
　材料つまりコンクリートのさらに顕著な節約は、元々Ｘ字型の基部の第三の腕部をさら
に一部除去することにより行うことができると考えられる。これはこのような被覆エレメ
ントで作製した被覆の防波堤／突堤性能を著しく損ねることなく、材料の実質的な節約と
なる。
【００９２】
　本発明の被覆エレメントは、例えば防波堤やスロープの斜面上に不規則な、更にはラン
ダムなパターンで設置することができるが、本発明の被覆エレメント（本発明の第二の特
徴による）は、図６、図１３、及び図２０～図２３により詳細に示すように、規則的なパ
ターンで非常に効率的に設置することができる。このようなパターンで設置すると、本発
明の被覆エレメント間に多くの隙間が残る。このような隙間は、一方で防波堤／突堤効果
を提供すると共に、他方では必要とされる材料、特にコンクリートの量を相対的にかなり
少なくすることができる。
【００９３】
　図６は斜面２０１を有するスロープ２００を非常に概略的に示し、この傾斜面は下側の
実質的に水平（この例では）な麓領域２０２で終止している。傾斜面２００上には、この
例では例えば四列２０３、２０４、２０５、２０６の被覆エレメント１４０が設置されて
いる。各列２０３、２０４、２０５、２０６において、隣接する被覆エレメント１４０の
鼻部１７、１８は一直線上に並んでいる。ここで鼻部１７、１８は互いに接触して配置し
ても良いが、図示するように互いに所定距離だけ離間して配置しても良い。ここで列２０
３、２０４、２０５、２０６は、スロープの斜面に沿って互いに所定角度で上下に設置さ
れる。いずれの場合にも、上方の列は下方の列上に支持されている。よって列２０４の被
覆エレメントは列２０３の被覆エレメントに支持され、列２０５の被覆エレメントは列２
０４の被覆エレメントに支持され、列２０６の被覆エレメントは列２０５の被覆エレメン
トに支持される。
【００９４】
　図６からわかるように、全ての被覆エレメント１４０は、どれも第二プレート対角線３
が略水平に配置されている。
【００９５】
　被覆エレメントの列を別の配置とすることも可能であるが、図６、図１３、及び図２０
～図２３の被覆エレメントは、有利には互い違いに配置する。上方の列の被覆エレメント
はいずれも第一角部分２４つまり第一脚部３１が、下方の列の二つの隣接する被覆エレメ
ント１４０、１５０、１６０の鼻部１７、１８によって支持される。よって上の列の被覆
エレメントの第一角部１４（第一脚部３１）は、いわば半分が下の列の一つの被覆エレメ
ント１４０、１５０、１６０の鼻部１７に、もう半分が下の列のもう一つの被覆エレメン
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ト１４０、１５０、１６０の鼻部１８に支持されていることになる。上の方の列の被覆エ
レメントの鼻部１８、１７は、いずれも下方に位置する列の被覆エレメントの第二プレー
ト対角線３上にある第二角部２５つまり第二脚部３２に支持されている。よって、上の列
の被覆エレメントの一つの鼻部１８は、下の列の一つの被覆エレメント１４０、１５０、
１６０の第二角部２５（第二脚部３２）上に支持され、上の列の同じ被覆エレメントの他
方の鼻部１７は、下の列の別の一つの被覆エレメント１４０、１５０、１６０の第二角部
２５（第二脚部３２）上に支持されている。従っていずれも、上の列の被覆エレメントは
下の列の二つの被覆エレメントによって担持され、下の列の二つの被覆エレメントは、上
の列の被覆エレメントに対して互い違いになっている。
【００９６】
　図６、図１３、及び図２０～図２３に示す配置の被覆エレメント１４０、１５０、１６
０はもはや底部側にいかなる突出部も有していないので、スロープの斜面２０１に沿って
置かれた被覆エレメント１４０、１５０、１６０の底面はいわば浮いており、この被覆エ
レメント１４０、１５０、１６０は、主に第二角部２５（第二脚部３２）が斜面２０１に
対して押圧されることになる。上の列の被覆エレメントの重量により、下の列の第二角部
２５（第二脚部３２）は斜面２０１にしっかりと押し付けられ、よって固定され、その被
覆エレメント１４０、１５０、１６０が斜面２０１に沿って下方へ滑るのを防止する。
【００９７】
　図６、図１３、及び図２０～図２３からわかるように、被覆エレメント１４０、１５０
、１６０間には多くの隙間が残されており、被覆エレメントの下方にも自由空間が残され
ているので、スロープに作用する水の波の作用をここで打ち砕くことができる。
【００９８】
　図６のスロープへの応用を図５の被覆エレメント１４０によって示したが、被覆エレメ
ント１００、１１０、１２０、若しくは１３０、或いは図１３、及び図２０～図２３に示
すように、被覆エレメント１５０若しくは１６０もここで用いることができることは明ら
かである。図５、図７～図１２、及び図１５～図１９の被覆エレメント１４０、１５０、
１６０では、角片７も部分的に切り取られている（つまり短くなっている）ので、コンク
リートの実質的な量をさらに節約することができる一方で、このスロープの防波堤特性を
保つことができる。
【００９９】
　図７～図１２及び図１４～図１９には、それぞれ本発明の第六被覆エレメントと第七被
覆エレメントを示す。
【０１００】
　本発明の第三の特徴によれば、各鼻部１７、１８には上方支持面４１及び下方支持面４
２が設けられる。これらの支持面４１及び４２は、ｚｘ平面に対して平行に延在する。上
方支持面４１のｚ軸方向の長さＵ４（図９参照）は、第一脚部の幅Ｂ１（図７）の５０％
よりも短い。下方支持面４２のｚ軸方向の長さＵ５（図９参照）は、第一脚部３２の幅Ｂ
２（図７参照）の５０％よりも短い。さらに、本発明の第三の特徴による別の実施態様に
よれば、各鼻部１７、１８の頂面には、ｚｘ平面に対して傾斜している上方ガイド面４５
が設けられる。同様に、各鼻部１７、１８の底面には、ｚｘ平面に対して傾斜している下
方ガイド面４６が設けられる。これらのガイド面は、被覆エレメント１５０を斜面に載置
する際に、下方及び上方の脚部が支持面４１及び４２に対して正確に配置されるように案
内する。本発明の第三の特徴の別の実施態様によれば、各鼻部１７、１８の頂面には、上
方スペーサー４５が設けられる。同様に、各鼻部１７、１８の底面には、下方スペーサー
４７が設けられる。スペーサー４６、４７は中央部３０と支持面４１、４２との間に間隔
を持たせる。
【０１０１】
　図１４～図１９に示す本発明の第三の特徴の別の実施態様によれば、各鼻部の上方支持
面４１と上方ガイド面４５とが一緒になって一つの傾斜ガイド面６１となる。つまりここ
では上方支持面は傾斜ガイド面６１である。この傾斜ガイド面６１の下方部は、最終的に
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上方の被覆エレメント１６０の第一脚部３１の支持機能を果たし、この傾斜ガイド面６１
の上方部は、このような被覆エレメント１６０を傾斜面に載置すると、上の被覆エレメン
ト１６０の第一脚部３１の支持機能を果たす。上方支持面及び上方ガイド面を単一の傾斜
ガイド面６１として設計することにより、スロープ等の斜面上に、本発明の第二の特徴に
よる構造物としてこのような被覆エレメント１６０をいくつか配置することによって、地
形の不整を簡単に補正することができる。つまり、傾斜ガイド／支持面６１によって、上
の列の被覆エレメント１６０の脚部３１は、下の列の被覆エレメント１６０の隣接する鼻
部１７、１８に最適な支持位置を見出すことができる。
【０１０２】
　図１４～図１９に示す本発明の第三の特徴による、各鼻部１７、１８の頂面にこのよう
なガイド面６１を有する被覆エレメント１６０のさらに別の実施態様によれば、この傾斜
ガイド面１６１は、ｘｙ平面で見ると下方へ傾斜しており、この傾斜は、第一脚部３１の
底面両側における上方への傾斜６２の、ｚｘ面で見た上方への傾斜位置と一致する。支持
面を下方へ傾斜する傾斜ガイド面６１として構成する一方で、脚部の底面に上方への傾斜
６２を設けることにより、上の被覆エレメント１６０の上方への傾斜６２を有する脚部３
１は、スロープ等の斜面上に被覆エレメント１６０を配置する際に、下の被覆エレメント
１６０の鼻部１７、１８の下方への傾斜６１に沿って比較的容易にスライドさせることが
できる。傾斜ガイド面６１（本明細書において下方への傾斜６１とも称する）の傾斜角度
、及び上記上方への傾斜の傾斜角度は、互いに略等しい。
【０１０３】
　本発明の第四の特徴によれば、各鼻部１７、１８に鼻凹部５５が設けられる。図７～図
１３及び図１４～図１９に示すように、この鼻凹部５５は、別の実施態様によれば、各鼻
部１７、１８の自由端４３、４４に形成される窪みとすることができる。
【０１０４】
　本発明の第五の特徴によれば、各鼻部１７、１８において、上方支持面４１、６１と下
方支持面４２とは、ｘ軸方向に互いにオフセットしている。図８に第六被覆エレメント１
５０によって示すように、上方支持面４１と下方支持面４２とは、ｙ軸方向に見ると、そ
の長さの約５０％にわたって互いに重複している。第七被覆エレメント１６０によって図
１５に示す実施態様において、上方支持面６１（ここでは傾斜ガイド面として構成されて
いる）と下方支持面４２とは、この実施態様では互いに重複していない。
【０１０５】
　図６に示す被覆エレメントのパターンでスロープ上に配置された、本発明の第三の特徴
による上方支持面４１、６１及び下方支持面４２を有する被覆エレメント１５０、１６０
を使用することにより、列中の被覆エレメント１５０の隣接する鼻部１７、１８間にいず
れも中間領域６０が生まれた（図１３及び図２０、図２２、図２３参照）。結局のところ
、各支持面４１、６１、４２のｚ軸方向の長さは、第一及び第二脚部３１，３２の幅の５
０％未満であり、互いに対向し隣接する二つの鼻部１７、１８の支持面の長さの合計は、
上の列若しくは下の列の被覆エレメントの第一脚部３１若しくは第二脚部３２の幅の１０
０％未満である。従って、被覆エレメントの各列毎にコンクリートの量が減少する。さら
に、並んでいる被覆エレメントの１５０、１６０の隣接する鼻部１７、１８間に得られる
特別な中間領域６０は、スロープに作用する波の水が通過することができる通路を提供す
る。この波が持つ運動エネルギーは、この通過にかかる時間中に消散する。
【０１０６】
　スロープ上に被覆エレメント１５０、１６０を図６に示すようなパターンで配置して使
用し、本発明の第四の特徴により、鼻凹部５５を鼻部１７、１８の少なくとも一方に設け
ることにより、各被覆エレメント１５０、１６０に必要なコンクリートの量を削減するこ
とができる。従って、被覆エレメントの各列に必要なコンクリートの量も削減することが
できる。さらに、スロープに作用する波から来る水は、この鼻凹部５５を通過する。この
波が持つ運動エネルギーは、この通過にかかる時間中に消散する。この本発明の第四の特
徴は、本発明の他の特徴とは分離して、その全体を応用することもできる。さらにこの本



(24) JP 6852149 B2 2021.3.31

10

20

30

40

50

発明の第四の特徴は、本発明の第三の特徴と容易に組み合わせることもできる。特に、本
発明の第三の特徴と第四の特徴とを組み合わせると、本発明の第四の特徴の別の実施態様
による鼻凹部５５が鼻部１７、１８の自由端４３、４４に形成された窪みである場合、ス
ロープに作用する波のエネルギーの消散が顕著に改善する。この本発明の第四の特徴は、
本発明の第七の特徴及び／又は本発明の第六の特徴とも容易に組み合わせることができる
。本発明の第四の特徴は、本発明の第三の特徴及び／又は本発明の第七の特徴及び／又は
本発明の第六の特徴と組み合わせても組み合わせなくても、本発明の第一の特徴なしでも
非常に容易に応用することができる。
【０１０７】
　スロープ上に被覆エレメント１５０、１６０を図６に示すようなパターンで配置して使
用し、本発明の第五の特徴により、各鼻部に下方支持面４２と、下方支持面４２に対して
オフセットしている上方支持面４１、６１とを設けることにより、被覆エレメントの下方
の列と、その直上に配置された被覆エレメントの列との間の、スロープに沿って上方へ見
た場合の距離を増加させることができる。よって、スロープに沿って上向きのアングルで
見ると、必要なコンクリートの量が減少する。この本発明の第五の特徴は、本発明の第三
の特徴若しくは本発明の第四の特徴若しくは本発明の第三及び第四の両方の特徴と容易に
組み合わせることができる。また、この本発明の第五の特徴は、本発明の第三及び／又は
第四の特徴と組み合わせても組み合わせなくても、本発明の第六の特徴若しくは本発明の
第七の特徴若しくは本発明の第六及び第七の両方の特徴と容易に組み合わせることができ
る。
【０１０８】
被覆エレメント１６０を、例えばスロープに、図６及び図２０～図２３に示すようなパタ
ーンで配置して使用することにより、本発明の第六の特徴により、中央部３０を通る通路
６３を設けることにより、例えば風や潮流の作用によって被覆エレメントの下方に蓄積し
た水の圧力について、圧力除去を実現することができる。このような被覆エレメント下方
で圧力下にある水は、この被覆エレメントを地面に置いておくための圧力を減少させる、
つまりこの圧力下にある水は、被覆エレメントを持ち上げようとする傾向がある。このよ
うに、被覆エレメントは地面に対して及び／又は周囲にある別の被覆エレメントに対して
スライドする。これは、このようないくつかの被覆エレメントの構造体の安定性並びに防
波及び／又は突堤作用を低下させ、若しくは深刻な影響を与えるので望ましくない。上記
通路６３は、被覆エレメント１６０の底面６４から頂面６５へと中央部３０を通って延在
し、被覆エレメント１６０の下方に圧力が蓄積すると、水がこの通路６３内を上昇するこ
とができる。よって、被覆エレメント１６０の下方の水の圧力を解放することができ、被
覆エレメント１６０を堅固にその場に保つことができる。
【０１０９】
　被覆エレメント１６０をスロープに、図６及び図２０～図２３に示すようなパターンで
配置して使用することにより、本発明の第七の特徴により、第二脚部３２の頂面５３及び
／又は第一脚部３１の底面側５２に、好ましくは実質的に垂直な当接部６６、６７を設け
ることにより、上の列の被覆エレメント１６０が、その下の列の被覆エレメント１６０を
越えて前方へスライドすることを防止することができる。よって、被覆エレメントが地面
に対して及び互いにずれることが防止される。このようなずれは、このようないくつかの
被覆エレメントを含む構造体の安定性並びに防波及び／又は突堤作用を低下させ、或いは
深刻な影響を与えるので、望ましくない。第二脚部３２の頂面側５３の当接部６７は、例
えば、通常はｘｙ平面に対して平行に延在するが、ｘｙ平面に対して角度を為していても
よい、第二脚部３２の頂面５３が、中央部３０において、中央部３０のｚｙ面の方向に延
在する後側表面部分６７に隣接することにより、実現することができる。被覆エレメント
を傾斜面上に載置すると、上の列の被覆エレメント１６０の鼻部１７、１８の前面におけ
る底縁部６８が、下の列の被覆エレメント１６０の中央部３０の前記後側表面部分６７に
接触するようになる。これを図示した図２１を参照のこと。第一脚部３１の底面側５２の
当接部６６は、例えば、通常はｘｙ平面に対して平行に延在するが、ｘｙ平面に対して角
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度を為していてもよい第一脚部３１の底面５２が、中央部３０において、中央部３０のｚ
ｙ面の方向に延在する前側表面部分６６に隣接することにより、実現することができる。
被覆エレメントを傾斜面上に載置すると、下の列の被覆エレメント１６０の鼻部１７、１
８の背面における頂縁部６９が、上の列の被覆エレメント１６０の中央部３０の前記前側
表面部分６６に接触するようになる。
【０１１０】
　上述のことより、本発明の第三の特徴、本発明の第四の特徴、本発明の第五の特徴、本
発明の第六の特徴、及び本発明の第七の特徴のそれぞれを、別々に若しくはいかなる所望
の組み合わせによっても、本発明の第二の特徴と容易に組み合わせることができることが
明らかである。また上述のことより、本発明の第三の特徴、本発明の第四の特徴、本発明
の第五の特徴、本発明の第六の特徴、及び本発明の第七の特徴のそれぞれを、別々に若し
くはいかなる所望の組み合わせによっても、本発明の第一の特徴と容易に組み合わせるこ
とができることも明らかである。さらにまた上述のことより、本発明の第三の特徴、本発
明の第四の特徴、本発明の第五の特徴、本発明の第六の特徴、及び本発明の第七の特徴の
それぞれを、別々に若しくはいかなる所望の組み合わせによっても、本発明の第一及び第
二の特徴と容易に組み合わせることができることも明らかである。
【０１１１】
　本発明の七つ全ての特徴及びそこから派生する実施態様は、下記のように表すこともで
きる。
【０１１２】
１] スロープや防波堤等の、防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレ
メント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）であって、
－　ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸系等の仮想軸系を規定し、ｘ軸
（Ｘ）及びｙ軸（Ｙ）がｘｙ平面を規定し、ｚ軸はｘｙ平面に対して直角であり、
　－　被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）は
、プレート部（１６）と二つの鼻部（１７、１８）とを備え、プレート部（１６）はｘｙ
平面の方向に延在し、ｚ軸（Ｚ）の方向に延在する厚さ（Ｔ）を有し、二つの鼻部（１７
、１８）はプレート部（１６）からｚ軸方向に、互いに反対方向に突出し、プレート部と
共に単一部品として形成され、
　－　プレート部（１６）は、
　　〇　ｙ軸に平行に延びる第一プレート対角線（２）と、ｘ軸に平行に延びる第二プレ
ート対角線（３）とを有する四角形プレート（１）から形成され、プレート（１）は、四
つのプレート角（４、５、６、７）と四つのプレート辺（８、９、１０、１１）とによっ
てｘｙ平面に境界され、
　　〇　プレート（１）の対向する二つのプレート辺（８、１０）には、それぞれのプレ
ート辺の中央部に切り込みを入れて、プレート凹部（１４、１５）を形成し、
　　〇　プレート（１）の第一プレート対角線（２）上にある二つの角（４、６）の少な
くとも一方を、第一割線（２２）に沿って切り落とし、第一割線（２２）は、各角を境界
している二つの仮想プレート辺（８及び９、若しくは１０及び１１）を切り落とし
たものと仮想され、
　－　プレート部（１６）は、第一プレート対角線（２）に沿って測った第一寸法（Ｄ１
）と、第二プレート対角線（３）に沿って測った第二寸法（Ｄ２）とを有し、
　－　第一寸法（Ｄ１）は第二寸法（Ｄ２）よりも小さい、
被覆エレメント。
【０１１３】
２] プレート（１）の第一プレート対角線（２）上に位置する両方の角（４、６）を、前
記第一割線（２２）に沿って切り落とした、第１節に記載した被覆エレメント（１００、
１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１１４】
３] 前記第一寸法（Ｄ１）が第一プレート対角線（２）の長さの３５％～６５％である、
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前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１
５０、１６０）。
【０１１５】
４] 前記第一寸法（Ｄ１）が第一プレート対角線（２）の長さの４０％～５０％である、
前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１
５０、１６０）。
【０１１６】
５] 第一割線（２２）が直線状であり、第一プレート対角線（２）に対して７０°～９０
°の角度（α）、より詳細には８０°～９０°、例えば９０°の角度（α）である、前記
節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０
、１６０）。
【０１１７】
６] プレート部（１６）がさらに、四つ全てのプレート辺（８、９、１０、１１）に、そ
れぞれのプレート辺の中央部に切り込みを入れて、プレート凹部（１４、１５、１９、２
０）を形成するものと仮想される、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１
１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１１８】
７] プレート部がさらに、第二プレート対角線（３）上にある一方の角（７）が第二割線
（２３）に沿って切り落とされると仮想され、この第二割線（２３）は一方では第一割線
（２２）の一方と交差し、他方では第二割線（２３）に沿って切り落とされた角（７）に
隣接するプレート辺（８又は１１）の一方と交差する、第６節に記載した被覆エレメント
（１４０、１５０、１６０）。
【０１１９】
８] 第二割線（２３）は、第二割線（２３）に沿って切り落とされた角（７）に隣接する
プレート辺の一方（８）と並行に延在する、第７節に記載した被覆エレメント（１４０、
１５０、１６０）。
【０１２０】
９] 第二割線（２３）は、第二割線に沿って切り落とされた角（７）に隣接する仮想プレ
ート辺の一方（８）から切り込まれたプレート凹部（１４）の最深部に接触する、第７節
又は第８節に記載した被覆エレメント（１４０、１５０、１６０）。
【０１２１】
１０] ｘｙ平面方向に見ると各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）は、ｚ軸（Ｚ）
方向に各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）を別々に見ると実質的に一定であるｘ
ｙ寸法を有する、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１
３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１２２】
１１] 各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）は、対応するプレート辺（８、１０、
９、１１）に垂直な線から測ると、同じ方向で測った鼻部（１７、１８）の太さ（Ｂ）の
少なくとも２０％である深さ（Ａ）を有し、鼻部（１７、１８）のこの太さ（Ｂ）は、鼻
部（１７、１８）の端部からプレート（１）の厚さ（Ｔ）の約２０％である距離（Ｖ）の
ところで測ったものである、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、
１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１２３】
１２] 各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）の深さ（Ａ）が、同じ方向で測った鼻
部（１７、１８）の厚さ（Ｂ）の少なくとも２５％、例えば少なくとも３０％である、第
１１節に記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、
１６０）。
【０１２４】
１３] 各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）が、対応するプレート辺（８、１０、
９、１１）上でこれに沿って測ると、同じ方向で測った鼻部（１７、１８）の幅（Ｅ）の
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少なくとも８０％である幅（Ｃ）を有し、鼻部（１７、１８）のこの幅（Ｅ）は、鼻部（
１７、１８）の端部からプレート（１）の厚さ（Ｔ）の約２０％である距離（Ｖ）のとこ
ろで測ったものである、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２
０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１２５】
１４] 各プレート凹部（１４、１５、１９、２０）の幅（Ｃ）が、同じ方向で測った鼻部
（１７、１８）の幅（Ｅ）の少なくとも９５％、例えば少なくとも１００％である、第１
３節に記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１
６０）。
【０１２６】
１５] ｘｙ平面で見たプレート凹部（１４、１５、１９、２０）が台形であり、台形の最
も長い辺が対応するプレート辺（８、１０、９、１１）上に位置する、前記節の一つに記
載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１２７】
１６] ｚ軸（Ｚ）方向に見た鼻部（１７、１８）が、プレート部（１６）の厚さ（Ｔ）の
少なくとも８０％、例えば１００％以上である高さ（Ｈ）を有する、前記節の一つに記載
した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１２８】
１７] 鼻部（１７、１８）が、仮想四角形プレート（１）の中央に配置されている、前記
節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０
、１６０）。
【０１２９】
１８] ｘｙ平面方向に見た鼻部（１７、１８）の横断面形状が四角形、特に正方形である
、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、
１５０、１６０）。
【０１３０】
１９] プレート（１）上の各鼻部（１７、１８）の垂直突出方向に見た鼻部（１７、１８
）の四角形横断面形状の各角（２１）が、プレート辺（８、９、１０、１１）の中心点と
鼻部（１７、１８）の中心点とを結ぶ仮想線上に略位置している、第１８節に記載した被
覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１３１】
２０] プレート（１）上の各鼻部（１７、１８）の垂直突出方向に見た鼻部（１７、１８
）の四角形横断面形状の各角（２１）が、第一若しくは第二プレート対角線上に略位置し
ている、第１８節に記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０
、１５０、１６０）。
【０１３２】
２１] プレート部（１６）の厚さ（Ｔ）が、プレート辺（８、９、１０、１１）のうちの
一つの長さの約２５％～４２％、例えば約１／３である、前記節の一つに記載した被覆エ
レメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１３３】
２２] プレート部（１６）の厚さ（Ｔ）が、第二プレート対角線（３）に沿って測った第
二寸法（Ｄ２）の約２０％～３０％である、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１
００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１３４】
２３] プレート部（１６）の厚さ（Ｔ）が、３０ｃｍ～１５０ｃｍの範囲内である、前記
節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０
、１６０）。
【０１３５】
２４] プレート辺（８、９、１０、１１）のうちの一つの長さが９０ｃｍ～４５０ｃｍの
範囲内である、前記節の一つに記載した被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３
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０、１４０、１５０、１６０）。
【０１３６】
２５] プレート辺（８、９、１０、１１）の長さが略等しい、前記節の一つに記載した被
覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）。
【０１３７】
２６] 前記節の一つに記載した被覆エレメント（１５０、１６０）であって、
　-  ｚ軸（Ｚ）とｘ軸（Ｘ）とがｚｘ平面を規定し、
　-  プレート部（１）が、中央部（３０）と、第一脚部（３１）と、第二脚部（３２）
とを備え、
　－　鼻部（１７、１８）が中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在
し、第一及び第二脚部（３１、３２）が中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反対
方向に延在し、
　－　第一脚部（３１）の底面（５２）は、ｚ軸（Ｚ）に平行な第一幅（Ｂ１）を有し、
第二脚部（３２）の頂面（５３）は、ｚ軸（Ｚ）に平行な第二幅（Ｂ２）を有し、
　－　鼻部（１７、１８）は、上方支持面及び／又は下方支持面（４１、４２）を有し、
この支持面（４１、４２）は各鼻部（１７、１８）の自由端（４３、４４）に隣接し、
　－　ｚ軸（Ｚ）に平行な方向において、支持面（４１、４２）は長さ（Ｕ４，Ｕ５）を
有し、この長さ（Ｕ４、Ｕ５）は、第一脚部（３１）の幅（Ｂ１）及び第二脚部（３２）
の幅（Ｂ２）のそれぞれ５０％未満である、被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１３８】
２７] スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメント（
１５０、１６０）であって、
　－　ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸（Ｚ
）とｘ軸（Ｘ）とでｚｘ平面を規定し、
　－　被覆エレメント（１５０、１６０）が、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８
）、第一脚部（３１）、及び第二脚部（３２）を備え、中央部（３０）、二つの鼻部（１
７、１８）、及び第一及び第二脚部（３１、３２）が単一部品として形成され、
　－　鼻部（１７、１８）は中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在
し、第一（３１）及び第二（３２）脚部は中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反
対方向に延在し、
　－　第一脚部（３１）の底面（５２）はｚ軸（Ｚ）に平行な第一幅（Ｂ１）を有し、第
二脚部（３２）の頂面（５３）はｚ軸（Ｚ）に平行な第二幅（Ｂ２）を有し、
　－　鼻部（１７、１８）は上方支持面及び／又は下方支持面（４１、４２）を有し、こ
の支持面（４１、４２）は各鼻部（１７、１８）の自由端（４３、４４）に隣接し、
　－　ｚ軸（Ｚ）に平行な方向において、支持面（４１、４２）は長さ（Ｕ４，Ｕ５）で
あり、この長さ（Ｕ４、Ｕ５）は、第一脚部（３１）の幅（Ｂ１）及び第二脚部（３２）
の幅（Ｂ２）のそれぞれ５０％未満である、
被覆エレメント。
【０１３９】
２８] 上方及び／又は下方支持面（４１、４２）の長さ（Ｕ４、Ｕ５）が、第一脚部（３
１）の幅（Ｂ１）若しくは第二脚部（３２）の幅（Ｂ２）のそれぞれ最大でも４０％。例
えば最大でも３５％である、第２６節又は第２７節に記載した被覆エレメント（１５０、
１６０）。
【０１４０】
　２９] 上方及び／又は下方支持面（４１、４２）の長さ（Ｕ４、Ｕ５）が、第一脚部（
３１）の幅（Ｂ１）若しくは第二脚部（３２）の幅（Ｂ２）のそれぞれ少なくとも１５％
、例えば少なくとも２５％である、第２６節～第２８節のいずれか１節に記載した被覆エ
レメント（１５０、１６０）。
【０１４１】
３０] 支持面（４１、４２）がｘｙ平面に対して実質的に平行に延在する、第２６節～第
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２９節のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１４２】
３１] 鼻部（１７、１８）が、ｚｘ平面に対して傾斜している上方及び／又は下方ガイド
面（４５、４６）を有し、上方及び／又は下方支持面（４１、４２）は、各鼻部（１７、
１８）の自由端（４３、４４）から中央部（３０）の方向へ見ると、それぞれ上方又は下
方ガイド面（４５、４６）に隣接している、第２６節～第３０節のいずれか１節に記載し
た被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１４３】
３２] 鼻部（１７、１８）が、ｚｘ平面方向に延在する上方及び／又は下方スペーサー（
４７、４８）を有し、鼻部が、ｚｘ平面に対して傾斜している上方及び／又は下方ガイド
面（４５、６１；４６）を有し、この上方及び／又は下方ガイド面は、鼻部（１７、１８
）の自由端（４３、４４）から中央部（３０）の方向へ見ると、それぞれ上方又は下方ス
ペーサーに隣接している、第２６節～第３１節のいずれか１節に記載した被覆エレメント
（１５０、１６０）。　
【０１４４】
３３] 上方及び／又は下方スペーサー（４７、４８）が、ｚ軸（Ｚ）に沿って測った長さ
（それぞれＶ１、Ｖ２）を有し、この長さ（Ｖ１、Ｖ２）が、第一脚部（３１）の幅（Ｂ
１）若しくは第二脚部（３２）の幅（Ｂ２）のそれぞれ２０％よりも長い、例えば少なく
とも３０％である、第３１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１４５】
３４] 各鼻部（１７、１８）が、ガイド面（６１）として設計された上述の上方支持面を
有し、このガイド面は、中央部（３０）から見るとｚｘ平面に対して下方に傾斜しており
、第一脚部（３１）の底面の両側には、第一脚部の中央から見るとｚｘ平面に対して上方
に傾斜する上方傾斜部（６２）が設けられている、第２６節～第２９節又は第３１節～第
３２節のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１４６】
３５] 下方傾斜の傾斜角度と上方傾斜の傾斜角度が同じである、第３１節に記載した被覆
エレメント（１５０、１６０）。
【０１４７】
３５] 各鼻部（１７、１８）が、下方及び上方支持面（４１、４２）を有する、先行する
第２６節～第３４節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１４８】
３７] 第一脚部（３１）の第一幅（Ｂ１）が第二脚部（３２）の第二幅（Ｂ２）に等しい
、先行する第２６節～第３５節のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６
０）。
【０１４９】
３８] 先行するいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）であって、
　-　ｚ軸（Ｚ）とｘ軸（Ｘ）とでｚｘ平面を規定し、
　-　鼻部（１７、１８）が中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）の方向に互いに反対方向に延
在し、第一及び第二脚部（３１、３２）が中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反
対方向に延在し、
　－　鼻部（１７、１８）の少なくとも一方は、鼻部（１７、１８）の第一長手方向側面
（５０）から、鼻部（１７、１８）の第一長手方向側面（５０）の反対側に位置する第二
長手方向側面（５１）まで延在する鼻凹部（５５）を有する、被覆エレメント（１５０、
１６０）。
【０１５０】
３９] スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメント（
１５０、１６０）であって、
　－　ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸（Ｚ
）とｘ軸（Ｚ）とでｚｘ平面を規定し、
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　－　被覆エレメント（１５０、１６０）は、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８
）、第一脚部（３１）及び第二脚部（３２）を備え、中央部（３０）、二つの鼻部（１７
、１８）、及び第一及び第二脚部（３１、３２）は単一部品として形成され、
　－　鼻部（１７、１８）は、中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延
在し、第一（３１）及び第二脚部（３２）は、中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互い
に反対方向に延在し、
　－　鼻部（１７、１８）の少なくとも一方は、鼻部（１７、１８）の第一長手方向側面
（５０）から、鼻部（１７、１８）の第一長手方向側面（５０）の反対側に位置する第二
長手方向側面（５１）まで延在する鼻凹部（５５）を有する、被覆エレメント（１５０、
１６０）。
【０１５１】
４０] 鼻凹部（５５）が、鼻部（１７、１８）の自由端（４３、４４）に形成された窪み
である、第３７節～第３９節のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０
）。
【０１５２】
４１] 第一長手方向側面（５０）と第二長手方向側面（５１）との間に、鼻凹部（５５）
を通して仮想接続線（５４）を描くことができ、この接続線（５４）は、ｚｘ平面に対し
て角度を成している、第３７節～第３９節のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１
５０、１６０）。
【０１５３】
４２] 両方の鼻部（１７、１８）が上述の鼻凹部（５５）を有する、第３７節～第４０節
のいずれか１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１５４】
４３] 鼻凹部（５５）がｚ軸（Ｚ）方向に深さ（Ｕ１）を有し、鼻部（１７、１８）は、
ｚ軸（Ｚ）方向に見て中央部（３０）から各鼻部（１７、１８）の自由端（４３、４４）
まで測ると、鼻部長さ（Ｎ）を有し、鼻凹部（５５）の深さ（Ｕ１）は、鼻部長さ（Ｎ）
の最大でも６０％、例えば最大でも４０％である、第３７節～第４１節のいずれか１節に
記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１５５】
４４] 鼻凹部（５５）の深さ（Ｕ１）が、鼻部長さ（Ｎ）の少なくとも５％、例えば少な
くとも１０％である、第３７節～第４２節のいずれか１項に記載した被覆エレメント（１
５０、１６０）。
【０１５６】
４５] 先行する節の１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）であって、
　ｚ軸（Ｚ）とｘ軸（Ｘ）とでｚｘ平面を規定し、
　鼻部（１７、１８）は上方及び下方支持面（４１、４２）を有し、この支持面（４１、
４２）は、大半がｚｘ平面に対して平行に延在し、
　鼻部（１７、１８）は、中央部からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在し、第一及
び第二脚部（３１、３２）は、中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反対方向に延
在し、
　下方支持面（４２）は、上方支持面（４１）に対してｘ軸（Ｘ）方向にずれており、上
方支持面（４１）と下方支持面（４２）とは、互いにｙ軸（Ｙ）方向に最大限でも部分的
であるが重複している、被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１５７】
４６] スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメント（
１５０、１６０）であって、
　－　ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸（Ｚ
）とｘ軸（Ｚ）とでｚｘ平面を規定し、
　－　被覆エレメント（１５０、１６０）は、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８
）、第一脚部（３１）及び第二脚部（３２）を備え、中央部（３０）、二つの鼻部（１７
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、１８）、及び第一及び第二脚部（３１、３２）は単一部品として形成され、
　－　鼻部（１７、１８）は、中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延
在し、第一（３１）及び第二脚部（３２）は、中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互い
に反対方向に延在し、
　－　鼻部（１７、１８）は上方及び下方支持面（４１、４２）を有し、この支持面（４
１、４２）は、ｚｘ平面に対して平行に延在し、
　－　下方支持面（４２）は、上方支持面（４１）に対してｘ軸（Ｘ）方向にずれており
、
－　上方支持面（４１）と下方支持面（４２）とは、互いにｙ軸（Ｙ）方向に最大限でも
部分的であるが重複している、被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１５８】
４７] 下方支持面（４２）と上方支持面（４１）とが、ｙ軸方向に見ると互いに重複しな
いように、上方支持面（４１）と下方支持面（４２）とが互いにｘ軸方向にずれている、
第４４節～第４５節の１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１５９】
４８] 上方及び下方支持面（４１、４２）が設けられている鼻部（１７，１８）の自由端
（４３、４４）に隣接している、第４４節～第４６節の１節に記載した被覆エレメント（
１５０、１６０）。
【０１６０】
４９] 先行する節の１節に記載した被覆エレメント（１６０）であって、
　プレート部（１）が、中央部（３０）、第一脚部（３１）、及び第二脚部（３２）を備
え、
　鼻部（１７、１８）は、中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在し
、第一（３１）及び第二脚部（３２）は、中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反
対方向に延在し、
　中央部（３０）には、被覆エレメント（１６０）の底面（６４）から被覆エレメント（
１６０）の頂面（６５）までｙ軸（Ｙ）方向に延在する通路（６３）が設けられ、この通
路（６３）は、被覆エレメント（１６０）の下方にあって被覆エレメント（１６０）に上
向きの圧力をかける水が、この通路（６３）を通って逃げて、被覆エレメント（１６０）
を上向きの圧力から解放することができるように設計されている、被覆エレメント（１６
０）。
【０１６１】
５０] スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメント（
１６０）であって、
ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸の仮想系を規定し、
　被覆エレメント（１６０）が、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８）、第一脚部
（３１）、及び第二脚部（３２）を備え、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８）、
及び第一及び第二脚部（３１、３２）が単一部品として形成され、
　鼻部（１７、１８）は中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在し、
第一（３１）及び第二（３２）脚部は中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反対方
向に延在し、
　中央部（３０）には、被覆エレメント（１６０）の底面（６４）から被覆エレメント（
１６０）の頂面（６５）までｙ軸（Ｙ）方向に延在する通路（６３）が設けられ、この通
路（６３）は、被覆エレメント（１６０）の下方にあって被覆エレメント（１６０）に上
向きの圧力をかける水が、この通路（６３）を通って逃げて、被覆エレメント（１６０）
を上向きの圧力から解放することができるように設計されている、被覆エレメント（１６
０）。
【０１６２】
５１] 先行する節の１節に記載した被覆エレメント（１６０）であって、
ｚ軸（Ｚ）とｘ軸（Ｘ）とでｚｘ平面を規定し、ｚ軸（Ｚ）とｙ軸（Ｙ）とでｚｙ平面を
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規定し、
　プレート部（１）が、中央部（３０）と、第一脚部（３１）と、第二脚部（３２）とを
備え、
鼻部（１７、１８）が中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在し、第
一及び第二脚部（３１、３２）が中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反対方向に
延在し、
　・　第二脚部（３２）の頂面（５３）はｚｘ平面方向に延在し、中央部（３０）で、ｚ
ｙ平面方向に延在する中央部（３０）の後側表面部分（６７）に隣接し、及び／又は
　・　第一脚部（３１）の底面（５２）はｚｘ平面方向に延在し、中央部（３０）で、ｚ
ｙ平面方向に延在する中央部（３０）の前側表面部分（６６）に隣接する、被覆エレメン
ト（１６０）。
【０１６３】
５２] スロープ等の防波堤若しくは突堤構造物のためのコンクリート製被覆エレメント（
１６０）であって、
　ｘ軸（Ｘ）、ｙ軸（Ｙ）、及びｚ軸（Ｚ）が、直交軸の仮想系を規定し、ｚ軸（Ｚ）と
ｘ軸（Ｘ）とでｚｘ平面を規定し、ｚ軸（Ｚ）とｙ軸（Ｙ）とでｚｙ平面を規定し、
　被覆エレメント（１６０）は、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８）、第一脚部
（３１）及び第二脚部（３２）を備え、中央部（３０）、二つの鼻部（１７、１８）、及
び第一及び第二脚部（３１、３２）は単一部品として形成され、
　鼻部（１７、１８）は、中央部（３０）からｚ軸（Ｚ）方向に互いに反対方向に延在し
、第一（３１）及び第二脚部（３２）は、中央部（３０）からｘ軸（Ｘ）方向に互いに反
対方向に延在し、
　・　第二脚部（３２）の頂面（５３）はｚｘ平面方向に延在し、中央部（３０）で、ｚ
ｙ平面方向に延在する中央部（３０）の後側表面部分（６７）に隣接し、及び／又は
　・　第一脚部（３１）の底面（５２）はｚｘ平面方向に延在し、中央部（３０）で、ｚ
ｙ平面方向に延在する中央部（３０）の前側表面部分（６６）に隣接する、被覆エレメン
ト（１６０）。
【０１６４】
５３] 後側表面部分（６７）は、第二脚部（３２）の頂面（５３）に対して実質的に直角
である、第５０節～第５１節の１節に記載した被覆エレメント（１６０）。
【０１６５】
５４] 前側表面部分（６６）は、第一脚部（３１）の底面（５２）に対して実質的に直角
である、第５０節～第５２節の１節に記載した被覆エレメント（１６０）。
【０１６６】
５５] 被覆エレメント（１５０、１６０）はさらに、第三（３３）及び第四脚部（３４）
を備え、第三及び第四脚部は、中央部（３０）と共に単一部品として形成され、中央部（
３０）からｙ軸（Ｙ）方向に互いに反対方向に延在する、第２６節～第５３節の１節に記
載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１６７】
５６] 被覆エレメント（１５０、１６０）はさらに第三脚部（３３）を備え、第三脚部は
、中央部（３０）と共に単一部品として形成され、中央部（３０）からｙ軸（Ｙ）方向に
延在する、第１節～第５３節の１節に記載した被覆エレメント（１５０、１６０）。
【０１６８】
５７] Ｘ字型若しくはＨ字型プレート部（１６）から形成されるタイプの複数の被覆エレ
メント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）を備える防波堤若
しくは突堤構造物（２００）であって、該プレート部は、
　・　 Ｘ字型若しくはＨ字型によって決定される四つの脚部（３１、３２、３３、３４
）を有し、そのうちの二つ（３３、３４）はプレート部（１６）の第一対角線（２）上に
あり、二つ（３１、３２）はプレート部（１６）の第二対角線（３）上にあり、
　・　プレート部に対して直角で、プレート部から互いに反対方向に突出する二つの鼻部
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（１７、１８）を有し、
　第一対角線上に位置する二つの脚部（３３、３４）のうち少なくとも一方は、プレート
部（１６）から除去され、
　複数の被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）
は、スロープ（２００）上に積み重ねられて水平な列（２０３、２０４、２０５、２０６
）に並べられ、各列の隣接する被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４
０、１５０、１６０）の鼻部（１７、１８）は一直線上に並び、各被覆エレメント（１０
０、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）の第二対角線（３）は水平に配
向され、
　第二対角線（３）上に位置する各列（２０４、２０５、２０６）の被覆エレメント（１
００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）の脚部のうち第一（３１）の
ものは、下の列（２０３、２０４、２０５）の隣接する被覆エレメント（１００、１１０
、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）の二つの隣接する鼻部（１７、１８）上に
支持され、第二対角線上に位置する当該列の被覆エレメントの脚部のうち他のもの（３２
）は、スロープ上に支持される、防波堤若しくは突堤構造物（２００）。
【０１６９】
５８] 第１節～第５５節のうち１節に記載した複数の被覆エレメント（１００、１１０、
１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）を備える防波堤若しくは突堤構造物（２００
）。
【０１７０】
５９] 被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）が
、第一プレート対角線（２）が実質的に垂直な状態でスロープ（２００）上に積み重ねら
れて水平な列（２０３、２０４、２０５、２０６）に配置され、
　各列（２０３、２０４、２０５、２０６）の隣接する被覆エレメント（１００、１１０
、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０）の鼻部（１７、１８）は一直線上に並び、
　上の列（２０４、２０５、２０６）の被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３
０、１４０、１５０、１６０）の第一角部（２４）は、いずれの場合も、下の列（２０３
、２０４、２０５）の隣接する被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４
０、１５０、１６０）の二つの隣接する鼻部（１７、１８）上に支持され、第一角部は第
二プレート対角線（３）上に位置し、
　上の列（２０４、２０５、２０６）の被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３
０、１４０、１５０、１６０）の鼻部（１７、１８）は、いずれの場合も、下の列（２０
３、２０４、２０５）の被覆エレメント（１００、１１０、１２０、１３０、１４０、１
５０、１６０）の第二角部（２５）上に支持され、第二角部は第二プレート対角線（３）
上に位置する、
第５７節に記載した構造物（２００）。
【０１７１】
６０] 第二プレート対角線（３）上の切り落とした角部（７）は、いずれの場合もスロー
プとは反対側を向いており、第二割線（２３）が上に面している、第７節～第９節のうち
少なくとも１節と組み合わせた第５８節に記載した構造物（２００）。
【符号の説明】
【０１７２】
　１　（仮想）プレート
　２　第一プレート対角線
　３　第二プレート対角線
　４　第一プレート対角線上のプレート角
　５　第二プレート対角線上のプレート角
　６　第一プレート対角線上のプレート角
　７　第二プレート対角線上のプレート角
　８　プレート辺
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　９　プレート辺
１０　プレート辺
１１　プレート辺
１２　第一平坦面
１３　第二平坦面
１４　プレート凹部
１５　プレート凹部
１６　プレート部
１７　鼻部
１８　鼻部
１９　プレート凹部
２０　プレート凹部
２１　鼻部角
２２　第一割線
２３　第二割線
２４　第一角部
２５　第二角部
３０　中央部
３１　第一脚部
３２　第二脚部
３３　第三脚部
３４　第四脚部
４１　上方支持面
４２　下方支持面
４３　鼻部１７の自由端
４４　鼻部１８の自由端
４５　鼻部の上方ガイド面
４６　鼻部上の下方ガイド面
４７　上方スペーサー、鼻部
４８　下方スペーサー、鼻部
５０　鼻部の一方の長手方向側面
５１　鼻部の他方の長手方向側面
５２　底面、第一脚部
５３　頂面、第二脚部
５４　接続線
５５　凹部
６０　鼻部間スペース
６１　下方傾斜ガイド面
６２　上方傾斜部
６３　通路
６４　底面、被覆エレメント
６５　頂面、被覆エレメント
６６　中央部の前方当接部／前側表面部分
６７　中央部の後方緩衝部／後側表面部分
６８　下方縁部、鼻部前面
６９　上方縁部、鼻部背面
１００　被覆エレメント第一実施態様
１１０　被覆エレメント第二実施態様
１２０　被覆エレメント第三実施態様
１３０　被覆エレメント第四実施態様
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１４０　被覆エレメント第五実施態様
１５０　被覆エレメント第六実施態様
１６０　被覆エレメント第七実施態様
２００　スロープ
２０１　傾斜部
２０２　下端／先端
２０３　最下列
２０４　中間の列
２０５　中間の列
２０６　最上列
　　Ａ　深さ、プレート凹部
　　Ｂ　プレート凹部深さ方向の鼻部厚さ
　Ｂ１　幅、第一脚部
　Ｂ２　幅、第二脚部
　　Ｃ　幅、プレート凹部
　Ｄ１　第一寸法
　Ｄ２　第二寸法
　　Ｅ　幅、鼻部
　　Ｆ　幅、プレート凹部底部
　　Ｈ　鼻部高さ
　　Ｎ　鼻部長さ
　　Ｔ　厚さ、プレート部
　Ｕ１　深さ、鼻凹部
　Ｕ４　長さ、上方支持面
　Ｕ５　長さ、下方支持面
　　Ｖ　鼻部端部までの距離
　Ｖ１　長さ、上方スペーサー
　Ｖ２　長さ、下方スペーサー
　　α　第一割線と第一プレート対角線がなす角度
　　Ｘ　ｘ軸
　　Ｙ　ｙ軸
　　Ｘ　ｚ軸
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